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議事日程 

      第１ 諸般の報告 

      第２ 会議録署名議員の指名 

      第３ 一般質問 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（田中良隆君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（田中良隆君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２０名、全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に配付済みの議事日程のとおりであります。 

 次に、本日、説明員として出席通知のあった者の職の氏名は、昨日と同様に、配付を省

略しましたので、ご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（田中良隆君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、第１５番、田中孝嗣君、第１６

番、三和郁子君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（田中良隆君） 日程第３、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 発言順位は昨日と同様、一般質問一覧表のとおりであります。順次発言を許します。 

 質問にあたりましては簡単明瞭にされるよう希望します。 

 それでは、通告第６号、第１８番、内田聡史君。 

○１８番（内田聡史君） 皆さん、おはようございます。１８番、内田聡史です。 

 ワーク・ライフ・バランスについてお伺いいたします。近年、ワーク・ライフ・バラン

スという言葉を耳にすることが多くなってきました。これは直訳すると、仕事と生活の調

和であり、男女がともに人生の各段階において、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己
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啓発等、様々な活動をみずからの希望に沿って展開できる社会の実現を目指そうとするも

のであると、内閣府に設置されている男女共同参画局の専門調査会で定義づけられていま

す。今後、本格的な少子高齢化社会、人口減少時代を迎え、活力を持った社会を維持して

いくためには、個人が様々な可能性をみずから選択でき、その能力を最大限に発揮できる

環境整備が必要とされています。このことは単に仕事以外の生活の充実を目指すものでは

なく、生活全体のバランスをよくすることで仕事の充実を図ろうとするものであります。 

 そのような中、２００５年４月には次世代育成支援対策推進法が施行され、事業主は従

業員の両立支援策など、次世代育成支援のための行動計画を策定することとされました。

厚生労働省の推計によれば、労働人口は２００２年の６，６８９万人から２０１５年には

６，６００万人、２０２５年には６，３００万人と減少するとしています。そのうち、５

９歳以下に限定すると、２００２年の５，７６１万人から２０１５年の５，３２０万人と

急激に減少するとされています。こうした現状に対処するためには、出産・育児のしやす

い環境づくりを推進するとともに、すべての人がみずから希望するバランスで仕事をする

ことができる環境づくり、これまで労働市場に入ってこなかった人に労働力となってもら

うことにより、高齢者や出産後の女性、新しい就労感と価値観を持った若者に労働の場が

拡大されると考えます。 

 また、諸外国に比べると、日本における女性の３０歳代の労働力率は大きく低下してい

ます。これは女性が働き続けることが難しいことを示しているとともに、仕事をする女性

が出産を控える要因にもなっています。女性が働きやすい環境を整えることがワーク・ラ

イフ・バランスの主要課題の１つであり、少子化や労働人口の減少という問題解決の一助

につながるものであります。 

 さらに、このワーク・ライフ・バランスは性別、年齢、子どもの有無といった属性に限

定されることなく、すべての人を対象としたものであり、内容も出産・育児に限らず、介

護や働き方の見直し、柔軟な勤務形態の促進へと広がり、支援時期も出産・育児のみなら

ずライフステージ全般へと拡大しつつあります。 

 ２００７年１２月、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において決定された

仕事と生活の調和憲章では、企業と働く者、国民、国、地方公共団体のそれぞれの役割が

明記され、この中で地方公共団体の役割として、仕事と生活の調和の現状や必要性は地域

によって異なることから、その推進に際しては、地方公共団体がみずからの創意工夫のも

とに地域の実情に応じた展開を図ることとされています。また、仕事と生活の調和推進の
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ための行動指針では、具体的な地方公共団体の取り組みとして、地方の実情に即した住民

の理解や合意形成の推進、育児や介護等を行う家族を支える社会基盤の形成や、仕事と生

活の調和実現をしている企業を社会的に評価すること等が挙げられています。仕事と生活

の調和した社会の実現のためには、住民に身近な地方公共団体の取り組みが極めて重要で

あると専門調査会はしております。 

 以上のことを踏まえて、まず最初にお伺いいたしますのは、本市のワーク・ライフ・バ

ランスについての考え方をお伺いさせていただきます。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 皆さん、おはようございます。 

 内田議員の、本市のワーク・ライフ・バランスについての考え方についてお答えを申し

上げます。 

 男女がそれぞれ自立し、家庭、社会に参加参画でき、ゆとりをもって人間的に生きるこ

とができるワーク・ライフ・バランスを進めることは重要であると考えております。男性

も女性も子育てや介護をしながら働き続けることができる職場環境づくり、かつ、めり張

りをつけて業務に向かうことで心身ともに健康な生活を送ることができ、また、それが生

産性の向上につながることになります。今後さらに、育児、介護休暇制度の普及を図ると

ともに、労働時間の短縮、家庭との両立を可能にする就労形態の普及を促進することが必

要であり、市役所はもとより市内企業、事業者等に対しても啓発していくことが必要とい

うふうに考えております。 

○議長（田中良隆君） 内田議員。 

○１８番（内田聡史君） 今、お答えいただきましたように、市役所を初めとする、この

野洲市の企業内でも、ワーク・ライフ・バランスの考え、重要性はしっかりと認識してい

ただいているようですが、まず最初に市役所の職場環境のことについてお伺いします。今

答弁していただいたワーク・ライフ・バランスの考え方が、それでは具体的に本市の職場

環境の中にどのように反映をされているのか、お伺いいたします。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 本市の具体的な取り組みでございますが、育児休暇、介護休

暇の普及促進、何名かこうした形で取得をしております。また、時間外勤務の縮減などを

実施しております。時間外勤務の縮減については、財政面からの動機が先行する形となり

ましたが、今後は業務そのものの見直しや意識改革なども努めていきたいというふうに考
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えております。 

○議長（田中良隆君） 内田議員。 

○１８番（内田聡史君） 今、取り組みの１つとして時間外勤務の縮減とおっしゃられま

したが、具体的な成果、実績などがわかりましたらお願いいたします。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

◯総務部長（竹内睦夫君） ２１年度に集中改革プランを実施しました。２１年度から比

べますと、１人当たりの時間外勤務ですけども、月平均で２１年度が１２．９時間、それ

が本年度１２月までですけども、９．８時間というふうに縮減をしてまいりました。 

 以上です。 

○議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、個別の案件に入っていきたいと思います。 

 ワーク・ライフ・バランスが世間の中で広がりを見せる中で、女性の産休、育休という

のは十分に周知されておりますし、野洲市の職員さんの中でも１００％、産休、育休をと

られてると聞いております。 

 ここで、最近イクメンという言葉がはやっているのは御存じでしょうか。育児をするメ

ンズということで、イクメンという言葉が最近出てきております。これは父親の育児参加

のすばらしさを再認識してもらうなど、社会の価値観や仕組みを大きく変える流れが生ま

れてきている結果であります。厚生労働省もイクメンプロジェクトなるものをスタートさ

せております。 

 また、平成２１年６月に改正され、一部を除き平成２２年６月３０日から施行された育

児介護休業法により、男性の育児休暇がとりやすくなりました。これは勤労者世帯の過半

数が共働き世帯となっている中、女性だけでなく男性も子育てができ、親子で過ごす時間

を持つことの環境づくりが求められております。 

 男性が子育てや家事にかかわっておらず、その結果、女性に子育てや家事の負荷がかか

り過ぎていることが女性の継続就業を困難にし、少子化の原因にもなっているという現状

をとらまえてでありますが、ワーク・ライフ・バランスの重要性を認識しておられる本市

の男性職員の方の育児休暇の現状と見解をお伺いいたします。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

◯総務部長（竹内睦夫君） 今年度まで、男性の育児休暇についての取得というのは実績
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はございません。ただ、２４年度、来年度において１名が取得の予定となっております。

これを契機に、こうした取得される男性の方がふえていただけるといいというふうに考え

ております。 

○議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） 今まではなかったけれども、これから１人とられる可能性があ

るということで、ぜひその方には野洲市の職員さんの第１号となっていただきますよう、

そういう職場環境、またその風潮などをつくっていただきたいと思います。 

 先日行ってまいりました研修で、福岡県北九州市の職員の方が研修の講師として見えら

れましたが、そういう男性のワーク・ライフ・バランスに取り組んでおられるということ

で、まず何が一番難しかったかと言いますと、まず第１号が出るか出ないかで、すごいそ

こが難しかったと。相談には来られますけど、なかなか踏み切るということができなかっ

たと。いざ１人が出ていくと、今までで５人ほどの方がとっておられるということで。 

 ぜひ、その方が本当に野洲市の第１号となっていただいて、そしてその方が上司になら

れたときに、部下が介護休暇をとられるときに、やはり自分がとってそういう体験をして

きたから、どんどんとっていくように推進できるような上司の方になっていただけるよう

な職場環境づくりをお願いしたいと思います。 

 今１人とおっしゃられましたし、奨励していても、なかなか男性が長期の育児休暇を取

得するのは難しいところがあると思います。やはり若い世代ですので、特に取得中の経済

的な面、また所属する課内に迷惑をかけてしまうという気がね、取得後の人事評価などが

気になり、なかなか踏み出せないパターンが多いそうであります。 

 ちょっと紹介させていただきますと、ある企業の意識調査なんですけれども、２００８

年度に行ったアンケートでは、男性の３１．８％が育休を希望しているということです。

そして２０１１年に行った新入社員の意識調査では、実に７２．８％が育休を希望してい

るという結果も出ています。逆に、男性の産後の育休を希望する女性は８８％であるとい

う結果も出ております。男性が育児休暇を取得する効果としては、女性の信頼感を得られ

ることができる、女性の大変さを実感して女性に優しくなる、女性の早期復職を助けるこ

とになるなどがあげられていますが、何よりも孤独な子育てを男性が助けることで、児童

虐待、育児放棄の減少にもつながると考えております。 

 次に、平成２１年６月に改正された育児介護休業法では、仕事と介護の両立支援で介護

のための短期休暇制度の創設がなされました。これは家族の介護、看護のために離職・転
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職している労働者が平成１４年から５年間で５０万人存在してるものであり、要介護者を

日常的に介護する期間に年休、欠勤等で対応している労働者が多いことが現状であります

が、本市の介護休暇の現状についてお伺いいたします。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

◯総務部長（竹内睦夫君） 介護休暇の取得でございますが、２２年度に２名、２３年度

に２名が取得をしております。期間は１カ月までというふうな形になっております。 

○議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） 育児も介護休暇もそうですけども、高齢化が進む中において、

ますます取得される方がふえると予想されますので、そして取得する権利が認められてお

りますので、気がねせずとれる雰囲気といいますか、風潮をつくっていっていただきたい

と思っております。 

 今お聞きしたこの２点なんですけれども、育児、介護休暇の件ですけど、職員の方への

周知はどういう時期に行っておられるのか。新人研修の中で、野洲市としては、妊娠・出

産したら女性、男性にかかわらず、こういう休暇がとれるんですよという周知というのは

いつの段階で行っておられるのか、お聞きします。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

◯総務部長（竹内睦夫君） 特に、そうした周知というのはやっておりませんけども、人

事のほうにそうした形でご相談に来られれば、そうした相談に乗り、こういう取得方法が

あるというふうなことはご相談に乗っているということでございます。 

◯議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） できましたら、新人研修のときにでも、野洲市の職場はこうい

う取り組みをしているということも周知していただきたいと思っております。 

 次に、急激な少子化の流れを変えるために、次世代育成支援対策基本法では、地方公共

団体が地域の行動計画を策定、公表するとともに、企業においても従業員数に応じて、従

業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働

局にその旨を届けることが義務づけされています。これは平成２０年に公布され、改正さ

れていますが、行動計画の公表及び従業員への周知の義務化の部分と行動計画の届け出義

務企業の拡大の部分で、これまで従業員１００人以上３００人以下の企業で努力義務だっ

たのが、義務化されてきています。 

 本市にも多くの企業がありますが、本市の状況はどのようなものであるのか、お伺いい
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たします。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

◯環境経済部長（山本利夫君） 本市の企業の取り組みということであろうと思いますけ

れど、市内の企業におきましては、ワーク・ライフ・バランスの取り組みは、本市が把握

している状況というのは非常に部分的となりますけれど、参考までに、平成２２年７月に

市内の１０人以上の企業に実施をいたしました雇用実態調査の中で、調査項目の中で介護

休暇制度の導入について質問をしております。この結果では、導入済みの企業が８１％、

あるいは介護休暇を導入している企業が７５％。 

 また、指名願いの折に、これは市外も入るかもわかりませんけれど、男女共同参画の状

況も聞いております。それぞれに家庭と仕事の両立を講じる措置を質問しておりますが、

まず育児介護休暇制度を導入している企業が７３％、また短時間勤務やフレックスタイム

制度の導入、あるいは子ども介護のための普及化の措置、あるいは託児施設の措置運営、

残業ゼロの推進等の活動をやっている企業等、さまざまな形で整備はされつつあるという

ことでございます。しかしながら、まだまだ取得者となりますと十分でないということが

うかがえまして、育児休業の取得者は女性では１８５人中３人、また男性では１，０１８

人中取得なしという状況になっております。 

 それと、今ご質問のございました行動計画の関係でございますけれど、直接的には市の

ほうに届け出等をされておりませんので、実態としては把握しようがございませんけれど、

県のホームページに、県の労働局に届け出をされた場合、県にもそういった届け出の内容

の写しを提出して他の企業の参考になるような形で公開をしておられますが、ここに載っ

ておりますのは、総じて今おっしゃいました企業規模からいきますと１００人を切るよう

な企業がほとんどでございます。ちなみに、登録されている、ここに公開されている企業

は１６社ということになっております。実態としてはもっとあるかと思いますけれど、正

確な実態というのは確認の方法がございませんので、市としては把握をしておりません。 

 以上でございます。 

◯議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） 小さなところまでの実績というのは、なかなかつかみにくいと

思います。 

 その中で、多くの企業がワーク・ライフ・バランスに取り組んでおられる、またこれか

ら取り組もうとされている中で、企業への男性の育児休暇取得への優遇措置というのがあ
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ると思います。おわかりになれば教えていただきたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

◯環境経済部長（山本利夫君） 男性がとった場合にいろんな助成措置とかがあろうかと

思いますけれど、どういう形でそれが実施をされておられるか、そこらまでは十分に把握

をしておりません。 

 以上でございます。 

◯議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） ちょっと参考に聞かせてもらいました。 

 これは県ですので、あれなんですけれども、滋賀県の男性の育児休業取得奨励金という

のがあるそうなんです。企業における男性労働者の育児休業取得を促進するとともに男性

の育児休業の取得に向けた気運情勢を図るため、男性労働者に育児休業を取得させた場合

に当該事業者に対し奨励金を支給しますということで、従業員３００人以下の会社では奨

励金の額は１事業所当たり２０万円いただけるということで、これは１回限りの話です。

なかなか踏み切れないところには、こういったことをしっかりと周知していくのも大事な

ことだと思っております。 

 次に、先月、大津プリンスホテルで３日間の日程で行われました、ファザーリング・ジ

ャパンｉｎしがのフォーラムに参加してきました。そこではいろいろな分科会があったん

ですけど、そこで福岡県北九州市、またこれから積極的に取り組んでいこうとしている愛

媛県新居浜市、そして大手民間企業の３社が子育て支援、男性の育児休暇への積極的な支

援などを紹介されていました。特に、民間企業での取り組みの広さと深さは、自治体では

到底まねができるものではないと感じました。 

 本市においても、これらの先進している民間企業の取り組み、また本市内の優れた取り

組みを紹介するなど、周知、啓発を行っていく、先ほども申し上げました県のこういう奨

励金があるということも含めまして、啓発をしっかりと行っていくべきだと考えますが、

見解をお伺いします。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

◯環境経済部長（山本利夫君） 普及につきましては従来より進めておるところでござい

まして、具体的には、毎年７月に実施をしております企業訪問の折には、県・国等の啓発

のパンフレットもございますし、あるいは男女共同参画をテーマにした企業啓発の研修会、

あるいは各フォーラムへの参加の呼びかけ、またワーク・ライフ・バランスをテーマとい
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たしましたビデオの購入、貸し出し等を実施しております。できるだけ多様な働きをしな

がら、就労の環境が整備できるように企業の支援を行ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

◯議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） 先日行ってきましたファザーリング・ジャパンｉｎしが、要は

イクメンをこれからもっとつくっていこうというあれで。また後で議長から「結婚もして

へんのに、子どももいいひんのに、おまえ何の研修してきてるんや」と言われると思いま

すけれども、男性の育児休暇取得と書いていたのでちょっと勉強しに行ってきました。 

 その中で、ＮＰＯのファザーリング・ジャパンという団体があるんですが、この「ただ

いまパパ育休中」とかこういうバッジ、こういうグッズをもっと啓発をしていきたいとい

うことで、またそういう団体とも積極的に連携をとっていただいたらいいと思います。女

性の「妊娠しています」というマタニティバッジですか、あれと一緒のような感じで「た

だいまパパ育休中」という、なかなか男性がつけるのは抵抗があるかもしれませんが。話

によりますと、ここにつけてたら電車の中でもよく女性に声をかけられると。何でやと言

うたら、そんなんあるんですねというような感じで声をかけられるということで。私がつ

けるにはちょっとまだ時間がかかるかもしれませんが、そのときにはつけられたらつけて

いきたいと思っております。 

 次に、昨年作成された第２次野洲市男女共同参画行動計画、その男女共同参画プランや

すのワーク・ライフ・バランスの関連のところを見てみますと、重要課題に固定的な性別

役割分担意識とあります。これは時代とともに変わりつつあるんでしょうが、男の子らし

さ、女の子らしさ、また男性はこうあるべき、女性はこうあるべき、男性は仕事、女性は

家庭というような意識が根強く残っています。 

 野洲市男女共同参画に関する市民の意識調査のアンケートを見てみましても、その生活

費を稼ぐという部分ですけれど、主として男性の役割、どちらかと言えば男性が担うべき

役割と考える割合が８３．２％。また、乳幼児の世話ということで見ると、どちらかと言

えば女性、主として女性と考えておられる方が６１．９％であり、まだまだどちらか一方

の性が役割を担うという意識が強いことがこのアンケートから見てとれました。 

 このプランのワーク・ライフ・バランスの部分やほかの部分でもそうですけども、野洲

市役所の特定事業主行動計画、野洲市子育て支援計画を見ましても、この数値を目標にし

ます、これくらいにしますといった具体的な数値が余り記載されておりません。しかしな
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がら、県が作っています滋賀県特定事業主行動計画～子育てを支え合う職場を目指して～

というのが作成されておりますが、こちらのほうを見ると、かなりの部分で今の現状をし

っかりと認識し、平成何年にはこの数値まで持っていくということが示されております。 

 こういう計画に数値的目標を入れて、具体的数値目標が示されるほうがいいのかどうか

わかりませんが、この数値的目標を入れられない理由というのがもしありましたら教えて

いただきたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

◯総務部長（竹内睦夫君） 今おっしゃっていただきました、男女共同参画行動計画プラ

ンやすにつきましては、その部分についての数値目標等は入れておりません。ほかの審議

会の委員を今のパーセントから４０％にするだとか、そうしたことはあるんですけども。

特にそうした部分は入れてないんですけども、今おっしゃっていただきました市の特定事

業主等の行動計画、これについても現在入ってないんですけども、これが今見直しの最中

ということで、できればこうした形で数値目標も入れられるものについては入れていきた

い、当面、今の育児休暇、介護休暇、男性の取得というふうなことを推進していく中で、

できれば入れていきたいというふうに考えております。 

◯議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） 数値目標を具体的に入れていただいて、その目標が達成できる

ように前向きにやっていただきたいわけですが、行政のほうも議員のほうも、数字という

部分に非常に敏感になっておりまして、そこだけにとらわれることにならないよう、やは

り野洲市でそういう行動計画をしっかり立てていただいたならば、野洲市で働きたいとい

う学生の皆さんや新入社員の皆さんがおられると思います。その方に対して、野洲市の職

場環境はこういう取り組みをしてすごい働きやすい環境にあるよ、また野洲市の企業はワ

ーク・ライフ・バランスにしっかりと取り組んでおられて、野洲市の企業で働きたいと思

っていただけるような状況をつくり出していただきたいと思っております。 

 県の支援計画等々を見ていきますと、気になったところがあるんですけど、県と比べて

うちのほうに入ってないのをお伺いしたいんです。子育ての状況に応じた人事配置上の配

慮が県では示されていますが、本市では入っておりません。次に作成される行動計画に入

れられるのかどうか、お聞きしたいわけなんですけど。 

 これはなぜかと言いますと、私もあちこちいろんな勉強をしに行きまして夜遅く帰って

くることがありました。そのときに、野洲駅に最終の電車で帰ってきたときに、ある職員
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さんと、これは県のほうに出向といいますか、行ってはる若い職員さんと出会いました。

最終ですので、１時ごろの電車で一緒やったわけなんですけれども。この方は１時に駅に

帰ってこられて、家に帰られて、お風呂に入られてゆっくりして、７時半ぐらいの電車で

県のほうへ向かわれるということなんですけれども、小さい子どもさんもおられると思い

ます。帰ってきたら寝ている子どもの寝顔を見て、そして子どもが起きる前にお父さんの

ほうは仕事へ行っているというような状況というのは、よくドラマとかで見るんですけれ

ども、この人事配置上の配慮という部分に関してどうお考えか、お伺いします。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

◯総務部長（竹内睦夫君） 現在、育児というふうな形での人事配慮というのはやってお

りません。しかし、育児をされる３歳未満のお子様をお持ちの方についての時間外労働、

そうしたことについては当然配慮すべきだというふうに考えております。 

◯議長（田中良隆君） 内田議員。 

◯１８番（内田聡史君） そういう申し出があった場合には、しっかりとそのあたり考え

ていただきたいと思ってます。 

 最後に、厚生労働省の調査で、現在約３割の男性が育児休業を取得したいと希望してい

る一方で、実際の取得率というのは１．３８％にとどまっています。また、日本の男性が

家事、育児をする時間は他の先進国と比べて極めて低い水準になっており、そのことが子

どもを持つことや配偶者の就業継続に対して悪影響を及ぼしています。厚生労働省では、

男性の育児休暇取得率を現状の１．３８％から、２０１７年度には１０％、２０２２年度

には１３％に上げることなどを目標に掲げておられます。本市の掲げられる目標が今現在

おありであれば、お示しいただきたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

◯総務部長（竹内睦夫君） 今おっしゃいましたように、厚生労働省の取得率が２２年度

では１．３８ということで、２１年度に比べて少し下がっているみたいなんですけども、

公務員の場合、従前ですと、１カ月の取得の場合、期末勤勉手当の減額等がされることが

ありました。この制度改正が行われるというようなことでございますので、短期の場合は

影響がなくなると、徐々に条件が整っているのではないかというふうに思われますので、

今後、男性の育児休業が進むことを期待しておりますし、そうしたことを推進していきた

いというふうに思っております。 

◯議長（田中良隆君） 内田議員。 
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◯１８番（内田聡史君） ありがとうございます。 

 先進国では、ワークバランスを積極的に取り組むことで、優秀な人材確保、また職員、

労働者の方のモチベーションの向上により、生産性が向上し業績も上がるという企業メリ

ットがあります。働く側にも十分メリットはあると考えております。野洲市役所、また野

洲市内の企業は、ワーク・ライフ・バランスを積極的に取り組んでいる、しっかりと考え

ているまちであるということ、そしてこのまちに人が移り住んでくるような施策の展開を

お願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（田中良隆君） 次に、通告第７号、第１番、矢野隆行君。 

◯１番（矢野隆行君） 皆さん、おはようございます。１番、矢野隆行でございます。３

月の定例会におきまして、私は３点において質問させていただきますので、明快なお答え

をお願い申し上げます。 

 まず初めに、ひとり暮らしの高齢者対策について質問させていただきます。ひとり暮ら

しの高齢者の増加の勢いは、高齢者人口全体の増加率を上回っていることから、高齢者人

口に占める単身者の割合も高まっており、平成１２年時点では、男性では８％、女性では

１７．９％にも達しております。ひとり暮らしの高齢者は、今後も増え続け、平成３２年

には全国で男性が１７６．１万人、また女性では３６０．５万人に達すると予測されてお

ります。 

 特に、女性のひとり暮らし高齢者の割合は伸びが鈍化しますが、男性のひとり暮らしの

高齢者の割合はこれまでと同様のペースで伸びが予測されています。このため、単身者の

うち男性の割合が平成１２年度時点では２４．５％から、平成３２年には３２．９％まで

高まると今予測されております。 

 ひとり暮らしの男性高齢者の割合が高まる背景には、未婚率や離婚率の上昇、また配偶

者との死別後でも子どもたちと同居しない方が増加の原因とされております。ひとり暮ら

しでも近くに子どもたちが住んでいる方も多くおられますが、近くにいる場合といない場

合では、比較いたしますと、生活環境やまたライフスタイルが大きく異なることも考えら

れております。例えば、子どもたちが１時間以内に住んでいる方は、平成５年とまた平成

１０年と比べましても４８．６％から４３．６％と、実質減っております。近くに住んで

いると、何かのときに安心感があるとの考え方があります。 

 また、ひとり暮らしの高齢者に対する日常生活の支援として、閉じこもりや社会との隔

絶を防止する観点から、身近な支援を受けられる環境か否かを図る指数といたしまして、
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近所づきあいがない者の指数というのがございます。これで行きますと、平成１４年度の

資料では４２％の方が近所づきあいがないとされております。 

 こんな状況の中、これは実例でございますけれども、市内におきまして、ひとり暮らし

の高齢者が２日間も台所で倒れておられました。幸いにも、新聞配達の方が新聞受けの新

聞を見まして、昨日の新聞がそのままであることに気づかれまして１１９番され、救急隊

の方がすき間のあいていた窓から入られまして、本人を救出されました。この寒い中、２

日間も倒れた状態で、本当に奇跡みたいに命に別状はありませんでしたけれども、今病院

で療養中でございます。このようなことが２度とない安心・安全なまちづくりに、今、野

洲市といたしましても早急な施策が必要と考えております。こういった点から、次の点を

質問させていただきます。 

 １点目といたしまして、市内のひとり暮らしの高齢者状況はどのように把握されておら

れるのか、伺います。 

 また、２点目といたしまして、元気なひとり暮らしの高齢者がいつこのような状態にな

るか、不安を抱えて生活をされておられる方への対策についての見解を伺います。 

 ３点目といたしまして、ひとり暮らしの高齢者に対して、地域との連携対策についての

見解を伺います。 

 また、４番目といたしまして、先ほど事例を申しましたけれども、このようなことがひ

とり暮らしの高齢者にはいつ起きてもおかしくない状況でございますが、他にこういった

事例があったのかどうか、伺わせていただきます。 

 次に、大きな２点目でございますけれども、新規就農総合支援事業、いわゆる青年就農

給付金について伺わせていただきます。 

 現在、我が国の農業就業者の平均年齢が６６．１歳、これは平成２２年度の資料でござ

います。６５歳以上の高齢者が６割を超えております。また、新規就農者数の減少から、

後継者不足が大変深刻な事態であります。平成２２年における３９歳以下の若い就農者数

は１万３，０００人にとどまりまして、そのうち定着するのは１万人程度という状況でご

ざいます。 

 こうした状況を受けまして、農水省では、平成２４年度から、持続可能な力強い農業実

現のために必要な毎年２万人の青年新規就農者の定着を目指しまして、新規就農総合支援

事業を開始しようとしております。その柱となるのが青年就農給付金で、就農前後の経営

の安定性を高めることで若い世代の就農意欲を高めまして、就農後の定着率を上げること
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がねらいであります。 

 この青年就農給付金につきまして、１番目といたしましては、都道府県が認める都道府

県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者（就農予定時の年齢が原

則４５歳未満）に最長２年間年間１５０万円を給付する、こういった準備型が１つありま

す。２つ目といたしましては、４５歳未満の独立自営就農者に対して、農業を始めてから

経営が安定するまで、最長で５年間年間１５０万円を支給する、経営開始型が予定されて

おります。この両事業が、車の両輪のように支援する仕組みとなっております。従来の支

援策が無利子融資や農業器具購入への補助に限られていたのに対しまして、今回は農業収

入に対します直接の給付に踏み切っているのがポイントになっていると思われます。 

 特に経営開始型につきましては、市町村が集落や地域と話し合いながら、地域農業の将

来の見通しや方向性を踏まえた上で作成する、人・農地プランに位置づけられることにな

っております。また、もしくは、こういった位置づけられることが確実であるという、不

安要素が今ある状況でございます。こういった支給の要件となっておりまして、市町村や

関係機関の事前の準備が本当にこれは大変な重要課題となっております。 

 青年就農給付金に期待がかかる一方で、助成が受けられるからといった安易な考えや準

備不足のままでは、この就農への助成は失敗を助長しかねませんので、本当に運用に当た

っては厳格な対応が求められていると思います。それぞれの地域が、どう制度を活用し、

力強い農業づくりを目指し、青年新規就農者の増加、定着できることが一番大事なことで

はないかと考えております。そこで、次の点を伺わせていただきます。 

 １つ目といたしましては、人・農地プラン（地域農業マスタープラン）作成のメリット

についての見解を伺います。 

 ２つ目といたしましては、人・農地に関する施策の体系と活用できる支援策についての

取り組みについての見解を伺います。 

 また、３つ目といたしましては、人・農地プラン（地域農業マスタープラン）作成の進

め方についての見解を伺います。 

 ４つ目といたしましては、人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の認定を受け、

ひとり立ちするための支援についての本市のこれからの見解を伺います。 

 大きな３点目といたしまして質問させていただきます。小・中学生の留年について、伺

わせていただきます。 

 今、話題になっております、成績不振の小・中学生を留年させることを打ち出しました
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大阪市の橋下市長の教育改革が波紋を広げております。尾木ママの愛称で人気の教育評論

家、尾木直樹法政大学教授が２０日付の新聞紙上で提案した大阪の子どもの学力底上げ策

に橋下氏が乗った格好だが、留年という言葉が本当にひとり歩きし、教育界は今大揺れの

状況が話題になっております。 

 この尾木氏を直撃いたしますと、言い出しっぺだけに協力姿勢を示したが、他の橋下流

教育に対しまして改革をばっさり切って捨てております。 

 発端は、この２０日付の読売夕刊に登載されました「橋下維新を考える」という連載記

事にあったわけでございます。この中で尾木氏は「小学校で九九ができなければ留年させ

てでも面倒を見る、小・中学校でも留年させてでも府民の子どもの力をつけてもらうとい

うのを橋下さんが出してきたら僕は大喝采します」、こういったコメントをしたことに対し

ますお話でございます。この斬新な教育論に対しまして、橋下氏がすぐに反応しまして、

掲載翌日には大阪市教育委員会にこのことを検討要請までしたというのであります。余り

の早さに尾木氏もびっくりされて戸惑いを隠さない状況でありますが、尾木氏が指摘して

いるのは「子どもたちに対する基礎教育の徹底は人権保護に等しい重大なものであります。

しかし、今の日本の学校システムは、成績が悪くても機械的に進級、卒業させてしまう致

命的な欠陥があるのではないか」とのことでございます。これは以前から指摘しておりま

した。「橋下さんのスピーディーな判断には、基本的に拍手喝采なのですが」というふうに

述べておられます。 

 さらに、尾木氏の考えでは「日本で言う留年は、履修主義の現行教育に基づく罰則的な

イメージである。私が言いたいことは、その真逆である」と言っておられます。またさら

に「欧州では常識なんですけれども、個々の学習度合に応じて、科目ごと臨機応変に、教

師と生徒、また保護者が学ぶ時間を主体的に選択できるようにすべき」というのが、この

尾木氏の考えであるとも述べられております。 

 小・中学校の留年制度を導入するオランダにおきましては、科目単位で多くの生徒がみ

ずから留年を選択し、学力を高めるシステムが今構築されておるようでございます。カリ

キュラムに縛られた文部科学省の指導要綱から脱しまして、勉強し直せる環境を整備する

のが、尾木氏の本当の真意であるようでございます。 

 さらに、尾木氏は、高い学力と人間力を持ち合わせて、世界に通用する若者の育成を目

指す橋下氏に異論するわけではないが、その方法に対しまして、危惧しているとも述べて

おられます。 
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 さらに、尾木氏は、学校の選別や生徒の囲い込みではなく留年制を含む基礎教育を施す

こと、そして、中・高は原則６年の一貫性、進路変更は柔軟に応じ、欧州のように進学か

ら職業訓練までさまざまなニーズに応じた質の高い専門教育を実施し、卒業のハードルを

大学並みに高くし厳しくすることが、学力と人間力を相互に高める王道だと、このように

も述べておられます。これに対しては、私もほんとに同感する点がたくさんございます。

そこで次の点を質問させていただきます。 

 １番目といたしまして、この小・中学生の留年制についての本市の見解を伺います。 

 ２番目といたしまして、成績不振の小・中学生の補習についての対策について伺わせて

いただきます。 

 ３つ目といたしまして、小・中学生の科目ごと臨機応変に、教師と生徒、保護者が学ぶ

時間を主体的に選択できるようにすべきという趣旨についての見解を伺います。 

 ４点目といたしまして、小・中学生の補習について、大分県の中にこのような取り組み

をされておりますけれども、教員を退職された方が希望される子どもたちへ学習塾を本当

に安価でされております。このようなシステムに対しまして本市の施策と見解を伺います。 

 ５点目といたしまして、本市におきまして、小・中生徒の保護者に対しまして、この留

年制についての意識調査、こういったのをどう考えておられるか見解を伺わせていただき

ます。 

 以上であります。 

○議長（田中良隆君） 教育長。 

◯教育長（南出儀一郎君） それでは、私のほうから、大きな３点目の小・中学校の留年

について、矢野議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず第１点目のご質問ですが、小・中学校における留年、すなわち原級への留め置きに

ついては、本来９年間の義務教育の中で繰り返し学ばせることが大切でございます。やむ

を得ず留年を考える場合は、成績や出席の状況だけでなく、心身の特性や課題などさまざ

まな観点から検討をいたしまして、さらに本人や保護者の願いを十分に踏まえて判断され

なければならないと、このように思っております。 

 第２点目のご質問でございますが、今年度、中学校全校と小学校１校で全生徒や希望す

る児童を対象に夏季休業中の補習を実施いたしました。次年度は、長期休業中の補習につ

いて一層の充実と拡大を図っていく予定です。また、確かな学力は日々の学習の積み重ね

の中で養われることを踏まえまして、今後もわかる授業の推進、自主的な学習習慣の確立
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に向けて努めていきたいと考えております。 

 次に、第３点目のご質問でございますが、学習指導要領に示された授業時数や教育内容

を実施するということが重要でございまして、これからの学校教育におきましては、一斉

指導のよさを深めるとともに、個別指導の良さを生かすことが求められているところでご

ざいます。今後も、少人数によるきめ細やかな指導の推進、あるいは選択や自己決定の機

会を取り入れた教科授業、あるいは学校全体の授業の中で指導の導入を努めていきたいと、

このように考えております。 

 第４点目の質問でございますが、大分県では、小学校４・５年生を対象にして算数科の

補習を夏季休業中に実施されていますが、実施に際して大分県教育委員会の事業として退

職教員等を中心とする学習サポートが開始されております。本市の小・中学校では、先ほ

ど申し上げましたとおり、今年度から小学校１校、中学校３校で夏季休業中の補習を始め、

次年度は全小・中学校への拡充を目指しているところでございますが、実施に関しまして

は全教職員で指導に当たる予定をしてございます。退職教員等の配置については考えてお

りませんが、昨年度から取り組みを始めました学校応援団事業につきましては、家庭、地

域等の皆様による学校支援をシステム化するものでございまして、学習サポーターの組織

づくりも目指しております。この中で、学校応援団事業の推進を通じまして、子どもたち

の豊かな学びをたくさんの人々によって支えていっていただきたい、このように考えてお

ります。 

 最後に、第５点目のご質問についてでございますが、原級留め置きに対しましては、先

ほど申し上げましたとおりに、本人や保護者の願いを踏まえる必要がございます。この場

合、個別に十分な相談をさせていただきたいと思いますし、従いまして、このことに関し

て本市独自に意識調査を実施することは考えてはおりませんので、ご理解をお願い申し上

げます。 

 以上、矢野議員のご質問に対する回答といたします。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） それでは、私のほうから、矢野議員のひとり暮らしの高

齢者対策についてお答えをいたします 

 まず、１点目の市内のひとり暮らしの高齢者状況の把握についてでございますが、高齢

福祉課では、住民基本台帳に登録されている６５歳以上の高齢者ひとり世帯として、行政

区別に氏名等の把握をしており、その中で虚弱なひとり暮らし高齢者で緊急通報システム
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や配食サービスを利用されている方の状況については把握しております。 

 ２点目の、元気なひとり暮らしの高齢者がいつどのような事態になるか不安を抱えて生

活をされている方への対応につきましては、地域包括支援センターで、高齢者の総合相談

窓口として、生活上の不安や心配事などの相談や、高齢者の保健、福祉、医療全般につき

総合的な相談に応じているところでございます。 

 それから、３点目のひとり暮らしの高齢者に対しての地域との連携対策についての見解

でございます。老人クラブで実施いただいています安否確認の友愛訪問、それから緊急通

報システム利用者の方は、近隣の登録いただいている協力員や民生委員による支援、また

小地域ふれあいサロンや敬老会などの自治会事業への積極的な参加呼びかけを行っていた

だくことにより、地域の中で見守り体制の整備を図っていただくことも大変有効であると

考えております。 

 それから、４点目のひとり暮らし高齢者において、ほかに事例のあったのかどうかとい

うご質問でございます。昨年に１件、八夫でひとり暮らしの高齢者の方がお亡くなりにな

ったことがありました。近隣に親戚の方がおられましたが、前日までは元気にしておられ

た方で、介護保険の申請や支援の要望がなかったので、要支援者としての認識がございま

せんでした。地域の民生委員や自治会長などとの連携によりまして、日ごろから地域の中

での声かけや見守りを行っていくことが大変重要と考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本利夫君） 新規就農総合支援事業の件につきまして、私のほうから

ご回答を申し上げます。 

 人・農地プランの作成のメリットと支援策の取り組みについてでありますが、人・農地

プランは、集落ごとに当該農地の担い手等を位置づけ、将来の集落の方向性を明確にして

いくもので、基本的には集落単位でプランを作成していただくこととなっています。 

 ご質問の新規就農者への支援策という点では、新規就農者を集落での担い手と位置づけ

集落で支援する側面もあり、支援策は、当該プランに担い手として位置づけられた場合、

当該プランの農地の集積計画されている農地を、農地利用集積円滑化団体を通じ利用権設

定とした場合は、農地集積協力金として出し手に対して給付されますし、一方、受け手に

対して給付される規模拡大加算について面的要件が緩和されるなど、新規就農を推進する

上で有効な手段と考えています。さらに、認定農業者に対する融資制度でありますスーパ
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ーＬ資金の金利負担軽減措置により、貸し付け当初５年間実質無利子化の対象にもなりま

す。このように、各事業ができる限り新規就農者への支援となるよう進めているところで

あります。 

 次に、３点目の人・農地プランの進め方についてでありますが、市としては集落でのご

意見を尊重すべく、各集落でプランが作成されるよう進めてまいりたいと考えています。

また推進に当たっては、農業組合長を主体として各集落で検討いただくとともに、野洲市

農業再生協議会においても支援を行っていく考えであります。このため、農業組合長会議

を開催し周知に努めているところですが、現段階において事業詳細が示されていないとこ

ろもあり、適宜、情報を流しながら早期のプラン作成を図っていただけるよう進めていく

考えであります。 

 次に、４点目の人・農地プランに位置づけられた担い手への支援としては、当該プラン

による支援に加え、野洲市としては、野洲市農業振興計画において新規就農支援を柱の１

つとしており、中でもリーディングプロジェクトとして、新規就農者に対する窓口の設置

や、農の指導者の人材バンクの設立、また野洲市青年農業者クラブに研修会の開催を委託

するなどを計画しておりまして、新規就農者に対し、実態に即した支援を図っていく予定

であります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中良隆君） 矢野議員。 

◯１番（矢野隆行君） ありがとうございます。 

 では、ひとり暮らしの高齢者対策で不明な点を再質問させていただきます。１番目です

けれども、こういった形で行政区のあれを見ればわかるような話でございますけれども、

これは住民台帳等から機械的に出せるのはわかりますけれども、その中でも虚弱なひとり

暮らしの配食サービスとかこういったのはされておるという状況でございますけれども、

私が心配しておりますのは、特に前文でも書かせていただきましても、それ以外の方の状

況をどのように把握されておるのか、こういった点をお伺いさせていただきたい、こう思

っているわけでございます。 

 ２点目の地域包括で不安を抱えておられる方に対しての相談等に取り組んでおられると

いう状況でありますけれども、その内容はどういった内容でされておるのか、またそうい

った相談にも来られておられない方に対して、どう実態をフォローされておられるのか、

こういった点もお伺いさせていただきます。 
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 また、３点目といたしましては、各自治会でふれあいサロン等々をされて、これは本当

にいいことだと思っておりますが、その実態と、まだ実際されておられない自治会がある

と認識しておりますけれども、こういった自治会に対しましての拡大、またそこに出てこ

られない方への呼びかけ、そういったのはどうされてるかをお伺いさせていただきます。 

 ４番目に対しては、事例が１件あったということでございますけれども、例えばひとり

暮らしの方が緊急の場合の対策といたしまして、これは私の案というか、例えば個人情報、

本人の病院どこにかかっているとか、いろんな情報を書いた手帳か何かを、その方の特徴

によると思うんですけれども保管場所を決めていただいて、倒れた方に対しまして、血液

型とか病院とかそういったきめ細かい、そういった手帳をつくっておくというのが必要で

はないかと思うんで、そういう施策は考えて欲しいんですけれども、そういった点をどう

考えておられるのか、そういった点をお伺いさせていただきます。 

 次に、新規就農でございますけれども、先ほどの部長の考え、それは機械的に施策を進

めるというのはわかりますけれども、それから先の話を不安に考えておるわけでございま

す。例えば４５歳未満の独立自営就農者に対しまして、農業を始めてから経営安定するま

での５年間、年間１５０万が支給されるわけでございますけれども、実際これを支給され

ても、畑とか田んぼ、そういったのがなければ自立できないわけでございます。そういっ

た手当をどう考えておられるのか、こういった肝心な点が何も回答されておられませんの

で、こういった点を伺わせていただきます。 

 それに、２点目といたしまして、これから高齢化が進む中で、聞いて回ると農業も、あ

す、あさって、来年にはもうやめていくんだという声も聞かしていただいております。そ

ういった情報と、逆に、これからされるという方の情報、その中に入っていただくのが本

当に行政の役割ではないかと思うんですけど、そういう情報の交換をどう考えておられる

のか、こういった点もお伺いさせていただきます。 

 あと教育の問題ですけれども、これも４点に分けてさせていただきます。１点目といた

しましては、私の考えといたしましては、本当に保護者のお願いがあったとしても留年と

いうのはすべきでなくて、子どもたちの心を考えたらすべきでないと私自身は思うわけで

ございます。それまでにあらゆる手だてを子どもたちに対して打っておられると思うんで

すけれども、その前提となる思いがちょっと伝わらないんで、その辺をお聞かせ願いたい

と思います。 

 ２点目といたしまして、夏季休暇中に補習を実施したとの状況でございますけれども、
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それで本当に子どもたちがそこまで成長できるのか、もっとやらなければいけないんじゃ

ないかと思うわけでございますけれども、その辺の見解を伺います。 

 ３点目といたしましては、これからの課題でありますので、本当にきめ細かい作業にな

ると思うんです、科目ごととかね。そういった点を、もうちょっとどういうふうに進めて

いかれるのか、お伺いさせていただきます。 

 ４点目の事例ですけれども、これは大分県の豊後高田市でございますけれども、市長さ

んが塾長として先陣を切ってやっておられるわけでございます。この取り組みを紹介いた

しますと、これは平成１４年度から完全学校週５日制の受け皿として、学びの２１世紀と

いうのでこれを開塾されております。教育の情熱は、大分県というのは昔から寺子屋時代

から教育に対しまして、この土地柄だと思うんですけれども、こういった中で、この学び

の２１世紀を通じまして、市内の学校では学習、スポーツ面ですばらしい成果を上げてい

るようでございます。子どもたちに自分で課題を見つけまして、みずから学ぶ、みずから

考える力、正義感、倫理観などを身につける、豊かな人間に育っていくことを期待されて

おります。いわゆる勉強するというスイッチが入るというんですかね、そういったことを

取り組んでおられるのではないかと思うわけでございます。この豊後高田市の将来を担う

塾生の皆さんは、あらゆることに挑戦し、自分の夢の実現に向けてしっかりと頑張ってお

られる状況でございます。調べますと、この予算は県費から１，０００万ほどついている

ことも事実でございます。だから、本市におきましても、今年度から小学校１校、中学校

３校で始められるということではございますけれども、こういった早い取り組みをされて

いる学校に対しまして、もっと早くからやるべきじゃなかったかと思うわけでございます

けれども、こういった反省点とかそういった点はないのか、再度伺わせていただきます。 

 ５点目といたしましては、本当に丁寧に対応すると十分これはわかるわけでございます

けれども、保護者の意見、こういった機会はできるだけ、今回はされないということでご

ざいますけれども、こういった意見を吸収できる場所はまたつくっていただきたい、こう

いった思いでございます。 

 以上でございます。あと、よろしくお願いします。 

○議長（田中良隆君） 教育長。 

◯教育長（南出儀一郎君） それでは、私のほうから、矢野議員の再質問に対するお答え

を申し上げます。 

 １点目の、留年すべき、そういったことが必要ではないかという、そしてそれの手だて
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についてのご質問と、夏季休業中の補習についてもう少しどうなのかという、この２つを

一緒にしてご回答を申し上げたいと思います。 

 まず、学校では、基本は学習指導要領にきちっと定められた一番の基礎になります学習

を、全員の生徒にきちっと学校の中で教えていく、あるいは学ばせていくということが大

原則だと、このように思います。野洲市の教職員におきましても、すべての子どもたちが

指導要領に示された学習内容をきちっと習得をしていくということで、６年間、あるいは

もっと言いますと義務教育９年間のスパンの中で学習をしていくと、こういうことになろ

うかと思います。そういうような中で、しておるということがまず大原則でございます。 

 その中で、留年につきましては、先ほども申し上げましたように、さまざまな条件によ

りまして、保護者や児童・生徒とよく相談をしながらということになろうか。それも、特

別なケースでそういうようなことが考えられますが、やはり原則としてはきちっと学習さ

せていくと、こういうスタンスで考えております。 

 夏休みの補習につきましても、今般、空調設備も学校に入ったところでございますので、

そういったことを活用いたしまして、できるだけ子どもたちに学習の充実を図っていきた

いと、このように考えております。 

 それから、３点目の科目ごとの履修というオランダの例がございますが、日本の学校の

教育の中におきましても、かつてのいわゆる一斉授業と言われます、そういった授業から、

前々の教育課程の改訂あたりから、個別の指導ということが非常に重要視をされてまいっ

ております。今回の学習指導要領の改定の中でも、一斉指導の教室の中で個別に課題をし

たり、あるいは習熟度別にしたり、あるいは少人数にしたりという形で、個別指導という

のは非常に重要視をされるようになってきておりますし、そういった日本のシステム、枠

の中で、欧米が目指しているような個別指導を十分にミックスしながら、個別の対応をさ

していただいているというように認識をしております。 

 ４つ目の退職をされた教職員の先生方の支援についてでございますが、これにつきまし

ては、先ほど申し上げましたように、学校応援団事業でありますとか、あるいは元気な学

校づくり事業という中で、そういった退職をされた先生方に学習のサポーターとか、そう

いうような形で学校の支援をいただいているという例もございますので、そういったとこ

ろで地域の皆さん方のお力を支えていただくというところを、もう少し拡大を、充実をし

ていきたい、このように考えております。そのことは大分県のこれとねらいは同じくする

のではないかと、このように考えております。 



 －228－ 

 もう一点、留年についての保護者の意見をどういうふうに吸収するかということでござ

いますが、これは個々の児童や生徒との学校との個別懇談とか、いろんな学習あるいは生

活状況については各学期ごとに個別懇談等もやっておりますので、そういった中で十分に

親や児童・生徒のご意見や意向については直接学校のほうと対話ができるんではないかと、

そんなふうに考えています。そういった中で吸収はできると、このように考えています。 

 以上、再質問に対するお答えとさせていただきます。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） それでは、矢野議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、虚弱の方の把握が大事やとおっしゃっていただきましたが、まさにそのとおりで

ございまして、それをどう把握するかというのがポイントかと思いますが、なかなか難し

いことでございまして、その辺のうちの取り組みについて紹介をさせていただきながら回

答させていただきたいと思います。 

 まず、要支援なり要介護の認定を受けておられる方については情報があるということで

結構なんですが、それ以外の６５歳以上の方について、厚生労働省が作成しております生

活機能評価基本チェックリストというのを、対象者は約８，４００人から８，５００人ぐ

らいおられますけれども、そういった方にチェックリストを郵送いたしまして、それに対

して返事をいただくということで、その中の項目で幾つか、「はい」か「いいえ」というよ

うなアンケートになっていますので、「はい」というのが何項目あれば、この方はいわゆる

２次予防の対象者になるかというような候補者として位置づけまして、まずそういった候

補者の絞り込みをいたします。 

 それから、そういった方については医療機関で生活機能検査ということで、血液検査と

か心電図検査、先生の問診も含めまして、そういった２次的な検査をいただいて、その中

で要注意というか指導が必要な方についての絞り込みをさせていただくというような流れ

の中で、こういう特定高齢者の把握に努めておるということです。ただ、こういう絞り込

みの中で数の限定といいますか、要注意というような方を把握していきたいと、このよう

に思っております。 

 それから、小地域ふれあいサロンの実施状況をお聞きいただきました。今年度では、６

０の自治会で、６４サロンを実施いただいております。実施回数は、平均しまして月１回

から２回の実施されているところが多いということで聞いております。それから、それ以

外のところが実施いただいていないということになるわけですけれども、それについては
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自治会長さんなり民生委員さんへ、サロンの開催についてお願いをしているところでござ

いますけれども、その運営がいただけない、人材的なところが課題やとか、あるいはどう

いうやり方をしてええやわからないというようなところもあると思いますので、そういう

ところについては、できるだけ、やり方なり最初の導入時の支援についてはこちら側から

入って、最初はいただいて、その広がりが持てるようにしていきたいと、このように思っ

ております。 

 それから、閉じこもりや近所づきあいがされない、こちらからの呼びかけに応じておら

れない方への対応ということをお聞きいただきました。こういった方については、うちの

地域包括支援センターにおきまして、認知症なりうつ、閉じこもりの恐れがあるような方、

また心身の状況によって保健師なり社会福祉士のほうがおうちへ訪問をするとか、電話で

お伺いをするとか、そういうようなことで生活機能に関する相談なり指導を実施しており

ます。こちらからそういった第一報なりを入れさせていただくと、また向こうからつなが

りができて電話なりで返ってくるというケースもございますので、そういったこちらから

声かけをするというようなことで取り組みをさせていただきたいと思っております。 

 ２３年度においては、２９１名の方について訪問なり電話で相談をしておるというよう

なことでございます。そのうち１１４名の方が、独居老人の方に対して行っておるという

ことでございます。 

 それから、うちの地域包括支援センターのほうでいろいろと予防事業にも取り組んでお

りまして、１次的な比較的軽いというか健康状態の良い方については、いきいき百歳体操

とか、いろんな生きがいづくり事業、サークルとか講座とかですけれども、そういったい

ろんな事業、催しへの参加を呼びかけておりますし。特に、２次予防、いわゆる絞り込ん

だ後の、これから介護が必要となるような瀬戸際といいますか、そういった方を何とか健

康で維持いただくようなそういった対象の方については、筋力の向上のトレーニング事業

でありますとか、のびのび倶楽部というようなことで、そういう管理栄養士なり作業療法

士さんがついていただいた中での事業で、その維持なり向上を図っていただくというよう

な事業を取り組んでおります。 

 それから最後に、ご提案いただきました個人情報を記載した手帳なりを作成して、どこ

かわかるところへ保管をしといたらというようなご提案をいただきました。これにつきま

しても、今年度９月の補正で、滋賀地域支え合いづくり促進事業費補助金ということで、

災害時の要援護者名簿の作成と合わせて、いのちのバトン事業に取り組むということで、
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県の補助金をいただいて今年度の事業としてそれを予定しております。これは矢野議員お

っしゃっていただいているように、玄関にいのちのバトンのシールを張って、それから冷

蔵庫のドアのところに張って、中にバトンを入れておく。例えば、救急隊員が駆けつけて

いただいたときに、この方の情報が、かかりつけの医者がどうやとか、持病がどうやとか、

血液型がどうやとか、そういったこの方の情報がわかるやつをバトンの中に入れていただ

く。それの普及を今年度社会福祉協議会の委託事業として予定しておりまして、民生委員

さんとかに説明を順々にしているというような状況でございますので、この取り組みを進

めたいと思っております。 

 以上、お答えをさせていただきます。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

◯環境経済部長（山本利夫君） 矢野議員の再質問の中で、まず１点目に新規就農された

場合に土地の手当をどうするのかという点と、それと高齢化が進む中で情報交換とかが必

要であろう、特に恐らく土地のことであろうと思いますけれど、出される方と受けられる

方のそういった情報交換、仲介あっせんを市としてどうするのかというようなことであろ

うと思います。 

 それぞれに関連をいたしますけれど、まず新規就農される点、先ほどご質問のあった点、

また私のほうで答えましたいろいろとメリットと制度的な点からでございますが、これら

のことを受けようとしますと、まず人・農地プランのところに担い手として位置づけてい

ただくということをもってメリットが出てくるわけでございまして。この人・農地プラン

につきましては、私どもの説明を受けている中では、当初からパーフェクトなプランをつ

くる必要はないと、随時見直していくことができますということで、この場合、一たんプ

ランで決めたものであっても、新たには新規就農される場合、あるいは２点目のご質問の

ところにも関係しますけれど、引退を決められた場合とか、こういった点に対して柔軟に

対応ができるような見直しができるものと考えております。 

 それと、具体的な、もうちょっと突っ込んだ話になりますけれど、農地のあっせん、あ

るいは地域との話し合い等々、実際には事務的あるいは手続的なことがあろうと思います

けれども、本市の農業振興計画の中で、先ほどご説明を申し上げました新規就農者に対す

る相談窓口の設置ということで当然考えておりまして、その中で、ご質問にありますよう

な農地のあっせん等についてもご相談に応じたいと。また、その他、融資の関係あるいは

営農の関係とか、そういったことに対しても相談をさせていただくという予定をしており
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ます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中良隆君） 矢野議員。 

◯１番（矢野隆行君） ありがとうございます。 

 再々質問とさせていただきますけれども、この新規就農、部長がおっしゃることはこれ

からだという話なので、実質これからもお金を出すわけでございますけれども、今の政権

が５年間これを出し続けるか、不安要素はありますけれども。例えばですけれども、これ

本市といたしましても、国・県への要望といたしまして、土地活用で、これ書いてますけ

れども菖蒲地先の２．４ヘクタール、これ本当に毎年何百万もごみを捨てるような感じで

予算をつけて消化されているわけでありますけれども。これ、国・県に対しましては都市

計画の公園にしていこうというので、２３年度、２４年度と出されておりますけど、この

辺の進捗はどうでもいいですけど、たちまちはこういった新規就農の方に対しまして、こ

ういった大きな土地があるんだという情報を出して、これを農地として活用できるかどう

かはまだこれからの検討だと思うんですけれども、こういった広い土地があるのに、実際

農業されている方の声を聞きますと、もっと広い土地が欲しいんだという声も聞いている

んです。だけど野洲市内にないんだという声、そういった声がほとんど届いてないんじゃ

ないかと本当に腹立たしい思いがするわけですけれども、こういった点は市長に、この辺

の見解を伺わせていただきたいと思います。 

 あと教育関係でございますけれども、先だって２月２９日ですけれども、野洲の市会議

員の皆様あてにメールが届いてまして、これは岡元さんという方、皆さん手元にあるかと

思うんですけれども、この中に前文は国旗の話でございますけど、後のほうにですけれど

も、最近義務教育だからといってところてん式にやっていると、こういったのが父兄の考

えというか、そういうふうになっていると現実おっしゃっているわけであります。 

 また、事実、現職の先生に聞きますと、例えば２年生から３年生へ上げるときに、この

子だけはもう１学年置いたほうがいいと、心苦しい思いで出すんだという声もあるんです

よね。だから、今のフォローではちょっと足りないんじゃないかと認識をしておりますの

で、こういった点も少し見解を伺わせていただきます。 

 あと高齢者対策でございますけれども、先ほど事例を出しましたけれども、例えば都市

圏では昨日も高齢者お２人が亡くなって１週間もたっていたという事実がございます。そ

んな中で、これは新聞記事でございますけれども、神奈川県の桐蔭横浜大学と協働でござ
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いますけれども、高齢者単身世帯などを対象にした振動センサーで居住者安否を確認でき

るシステムを用いた実証実験を始めておられる状況でございます。こういったふうに、い

ろんな情報を集めながら高齢者に、例えば民間で行きますと、ネットで調べればすぐわか

るんですけれども、あんしん見守りコールとか、これはお金がかかるわけでございますけ

れども、そういった情報も持ち合わせて、高齢者に対してこういったのもあるという、い

ろいろな情報を与えるべきではないかと思いますけれども、そういった見解を少し伺わせ

ていただきます。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

◯市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。矢野議員から再々質問をい

ただきましたので、お答えいたします。 

 まず、就農の土地の問題はまさに需要と供給ですが、いろいろ制約がありますけれども、

土地を貸したいと思っておられる方もたくさんあると思いますので、それはいかに調整、

つなぎの機能を高めるかということなので、そこはぜひ積極的に取り組んでいきたいと思

ってます。土地を借りたいと思っておられる方がいて、腹立たしいぐらいに思っていただ

いているんだったら、ぜひ情報を提供いただいたら、積極的につないでいきたいと思って

ます。 

 それと、菖蒲というか吉川地先の２．４ヘクタール、これはよく御存じのように、かつ

て見込みもないのにリゾート開発ができるということで、時の町長さんが買われました。

時の県知事でさえも懸念を表明したのに、これは特定保留と全く一緒でして、県とか国に

プロジェクトがないのにあると言った形で買ってるわけですね。いろんな人が止めた経緯

も私は知ってます。でも、買いました。それをどうするかと言ったら、あそこに建物は建

てられないわけです。かといって、農地として水田として拡張はできません。畑地につい

ても、吉川でもかなり今は畑地に困っておられます。野田でも相談を受けてて、今若い方

が何とかうまく回していただいてましてね、そんな状態で、畑地だったら今は過剰になっ

ていると思います。そういう中で、あの２．４へクタールを農地ということは、これは非

現実的なことではないかなというふうに考えております。 

 それと、せっかくご指名いただきましたのでそれから、いわゆる単身者とかの安否につ

きましても、今いろんな課題が生じてますけど、これは社会の仕組みをどうするかという

ことから根本的に考えないとだめでして、御存じのように、これまでは行政が対象として
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いたサービスというのは、いろんなルール、許認可ですとか手続という一般的な社会ルー

ルの手続、それと生活困窮者、生活弱者に対するサービス、高齢者、子どもさん、生活保

護を含めてですね。それ以外の方というのは行政の網目に入ってないわけです。語弊なく

言えば、何か苦情があって来られる場合は来られるんですけども、そうでない場合は自立

して社会生活を送っておられるという前提になるわけですね。高齢者、子どもさん、障が

い者以外で網目に引っかかるというのは、これは就労の問題ですね、職を失われたとき。 

 これは今まで市町は関与してませんが、現在は野洲市の場合はパーソナル・サポート・

サービスで対応してますし、先般市木議員から湖南市が先進的にということで、私も湖南

市のあれが出たときに、野洲の場合もハローワークは来てくれているわけです。これ全国

初の事業をしているのに、なぜ全国初なのか不思議なので、早速昨日、あれを要望すれば

ハローワークは出してくれるのか、すぐに正式に問い合わせようと思ってます。だから、

初ということは次があるということなんですが、どうも恣意的な取り組みじゃないかなと

心配してます。 

 今、国としてはどうするのか。例えば、法務局の出先を集約しようと言っている。私は

それでいいんですかと言ってるんですが、どうしても国の方針で効率化で集約をせざるを

得ないと。集約化をしようとしているのにハローワークを出してきていいのかどうか。も

ともとの就労対策を自治体に渡すべきであるのに、ハローワークの出先を今出してきて、

これが全国初か、県内初かと言って自慢している、この今の国の方針がわからないわけで

すね。 

 いずれにしても、今言いましたように、生活を普通にしておられる方をどういうふうに

きちっとフォローしていくかというのは、これはプライバシーの問題と社会システムの問

題があります。だから、部長が答えましたように、今のところは完璧ではございません。

ただ、現実を放置していていいわけではございませんので、野洲市としては、４０歳でも

３０歳でも、虚弱だったり、あるいは職を失われたりして本当に不安に思っておられる方

がたくさんおられますので、そこへの可能な限りのセーフティネットを張っていく仕組み

を、これは別途検討したいなというふうに思ってます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（田中良隆君） 教育長。 

◯教育長（南出儀一郎君） 矢野議員の再々質問にお答えさせていただきます。 

 留年についてのことでございますが、留年つきましては、無条件にあるいは無責任にと
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いいますか、進級をさせるということとか、あるいは留年をさせるということを機械的に

するということは、これはやっぱり問題なことでございまして。やはり一人一人の子ども

さん、あるいは親さん、そういった一つ一つのケースにつきまして、留年ということは考

えていかないと、その子どもの将来にかかわる。留年させるにしましても、あるいは進級

させるにしましても、一人一人の子どもの将来にかかわる非常に重要な問題だと考えてお

ります。したがいまして、そのことにつきましては十分に個々のケースで、いろんな周り

の条件なり、あるいは課題もございますので、それらを十分に勘案して、留年については

考えるということが必要だろうと考えています。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、留年をさせない、そういった学力をきちっとつ

けていくということが、今の野洲市の教職員も汗を流して一生懸命取り組んでいるという

ことは申し上げておきたいと思いますし、具体的には学力向上プランというものを各学校

でつくっております。これは、今年、学力調査を市独自でやりました。そのことに基づき

まして、それの課題を洗い出しまして、学力向上プランというのを学校でつくっておりま

して、公表もしておるところでございますが。そういったものをきちっと推進をしていく

ということで、やはりすべての子どもさんが小学校６年制、中学校３年制の義務教育の基

礎的な力をつけていくと、これに鋭意専心的に進めていきたい、このように努力していき

たいと思います。 

 再々質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（田中良隆君） 暫時休憩します。再開は１０時５５分とします。 

            （午前１０時３７分 休憩） 

            （午前１０時５５分 再開） 

○議長（田中良隆君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第８号、第１４番、小菅六雄君。 

○１４番（小菅六雄君） それでは、一般質問を行います。半年ぶりですので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、３点について質問を行いたいと思います。 

 初めに、ＴＰＰ問題にかかわる質問でございます。この間の経過でございますが、昨年

１１月１３日にアジア太平洋経済協力会議、いわゆるＡＰＥＣの首脳会議がございまして、

そのとき野田首相が、環太平洋連携協定いわゆるＴＰＰ交渉に参加するために、関係国と

協議に入ると表明いたしました。報道によりますと、これに先立つ前日の１２日、野田首
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相がオバマ大統領と会談をしたわけでありますが、その中で野田首相がＴＰＰにつきまし

て、東日本大震災もあり国内では慎重論、いわゆる反対も強かったということを認めなが

らも、ＴＰＰについてはオバマ大統領に対しまして、日本を再生し、豊かで安定したアジ

ア太平洋の未来を切り開くために、自分自身が判断したと表明いたしました。これに対し

まして、オバマ大統領は、日本の決定を歓迎すると言いながら、ＴＰＰそのものにつきま

しては、ＴＰＰ交渉に参加するすべての国は協定の高い水準達成に向けて準備する必要が

あると野田首相に言いまして、いわゆる例外なき関税撤廃などの実行を野田首相に強く迫

ったわけでありまして、これがＴＰＰの本質といいますか、すべてであります。 

 このように、今政府が推進しているわけでありますが、ご承知のように全国的にも、県

内でもそうですが、さまざまな分野で立場の違い、垣根を越えまして、参加反対の世論運

動が広がっているわけでありまして、滋賀県下でも、去る２月１７日、ＪＡ、医師会、市

町長を中心に４２名の呼びかけで、ＴＰＰから県民のいのちと暮らし・医療と食を守る県

民会議の結成準備会が開催されております。この準備会では、国民の合意と了解のないＴ

ＰＰには参加しないことを求めるアピールが採択されまして、このとき今後県下でも一大

運動を行うということが呼びかけられました。 

 それに基づきまして、去る３月５日、県民会議の結成総会が開催されております。文字

どおり、この総会では、政党や立場の違い、垣根を越えて結成総会が行われました。政党

や議会の会派では、自民党、共産党、対話の会が参加されておりました。また、全県から

９２団体が参加されています。野洲市からも、秦眞治さん、元市町村会長という肩書で呼

びかけ人として参加されておりました。先ほど申し上げましたように、この呼びかけ人に

は、県下６市長、６町長が呼びかけ人になっておられます。山仲市長も県民会議の呼びか

け人の１人でございます。 

 このように、今、県下でもオール滋賀でＴＰＰ参加反対の世論がかつてなく高まってい

るわけでありますが、改めまして、このＴＰＰ問題に関する認識、見解を、これは市長で

すか、部長ですか、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ＴＰＰに関する見解を求められましたので、お答えいたします。 

 以前からもお答えしてますように、ＴＰＰというのは、今小菅議員もご指摘されました

ように、基本的には国家間の社会経済の仕組みを国内並みに共有化するということですの

で、一番懸念をされている農業はもちろんですが、医療ですとか、あるいはいろんな弁護
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士料、会計事務といったところまで及ぶ影響があります。そういった点で、例えば医療保

険がどうなるとか、これまで築き上げられてきた国民皆保険制度が崩壊するのではないか

という懸念まで持たれています。 

 一番の問題は、やはりきちっとした情報がまだ開示をされていない。反対・賛成が分か

れていますけども、その賛成派と反対派が同じ土俵で議論ができる状況になってないとい

うところが大きな問題かなというふうに考えています。 

 もう一段突き詰めるならば、細かいことは一般の国民とか企業とかにはわかりません。

だから、最終的には、やはり政治の判断になるわけでして、政府への信頼感が一番重要か

なというふうに考えております。あわせて、不利になる、有利になるということもござい

ますけども、例えば産業が転換していく場合、ある分野の産業は時代の要請によって衰退

するということからすると、企業にとってもプラス・マイナスがありますが、最終的にや

はり雇用がきちっと守られる、生活が保障されるという、そこを示すことが重要だと思っ

ていまして、一般的に心配されているのはそういうことだと思うんですね。 

 昔、電話があった時代に交換士さんがおられたと、それが自動化されれば当然交換士さ

んの仕事はなくなります。これは仕方がない、交換士さんのために交換をするということ

は不可能です。でも、その交換の作業をしておられる方の仕事をきちっと守るという展望

を示されれば、これは時代の要請、趨勢に従わざるを得ないと思います。 

 それと軌を一にしますけれども、これからの日本の生産性ですとか、あるいは財政、雇

用、そういったことをきちっと守っていって社会の力をつけていくという展望もあわせて

示さないと、今の状態の中では当然変化に対する恐怖感が出てきますので、そういったこ

とをあわせながら進めていただくべきかなというのが私の見解であります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） おおむね市長の言われる部分もそのとおりだと思いますが、も

う少し若干議論を深めたいと思うんですけども、今市長も情報の開示等を含めて、まだま

だ方向がよくわからないということも言われましたが。それで、今ＴＰＰとなればその影

響は、市長言いましたように、農業のみならず国民生活や産業、雇用、医療等々、いわゆ

る全分野にかかわるわけでありますが。 

 以前、野洲市でも、農業分野にかかわる影響を試算されたことがあるんですけども、ま

だ情報が不十分という面もありますが、野洲市において各分野にわたる影響、一体判断さ
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れているのかどうか、試算も含めてされているのかどうか、その辺ございましたら、ひと

つお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） これも以前もお聞きいただいて、これはお答えをしておりますけ

れども、野洲市レベルではやはりちょっと数字が出しにくいと思っています。滋賀県が出

している数値、これも既にお答えしてますけども、米・麦の影響額で１７億円程度になる

と見られています。 

 ただ、これにつきましても、専門家が言っていますのは、日本のお米のようなものが本

当に生産できるかどうかということですので、もしかそれがだめになった場合の影響額と

いうことですので、まだまだ不透明な部分がたくさんあるという前提でのお答えといたし

ます。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） そのとおりなんですけども。例えば、北海道なんですけども、

北海道の道庁が、ＴＰＰになれば道内の影響を全分野にわたりまして試算をして、それで

県民に情報を提供しているわけなんですね。これをインターネットで見ましたら、全分野

に渡ってしてます。いろいろあるわけなんですけども、２枚目を見ましたら、道の基本的

な立場として、道としては道民合意がないまま関税撤廃を原則とするＴＰＰ協定には参加

しないよう強く求めていくとして、あと、ほんなら、なぜこれを発表するかということに

ついては、例えば幾つが書いてあるわけでありますが、「ＴＰＰ協定は、その交渉内容によ

っては、本道の基幹産業である農林水産業のみならず、関連産業や建設業、医療、さらに

は食の安全性など、北海道の経済や地域社会全体に多大な影響を与えることが強く懸念さ

れる。よって、北海道庁としては、知事を本部長とする対策本部を設置し、調査分析を進

め、道民の皆さんに情報を提供し、理解を深めていく」と、こういう立場でされているん

ですけども、確かに市長言われるように、情報がはっきりわからないまま数値的な影響を

書いている部分は少ないです。まだよくわからないと書いている部分もたくさんあるんで

すけども。 

 しかし、言われたように、余り中身を紹介しても仕方ないんですけども、例えば国民皆

保険制度崩壊の恐れ、いわゆる医療の自由化と言われているんですけども、混合診療の導

入とか、それと病院経営の営利企業の参入、もう中身は余り詳しく言いませんが、こうい

うことがアメリカ式に進めば、文字どおり国民皆保険制度の崩壊が起こるのは必至であり
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まして、このことが懸念されています。あるいは、食の安全性でも、これもご承知だと思

いますが、日本で使用できる食品添加物は約７００と言われているんですけども、アメリ

カでは３，０００で、これが緩和がとれればまさに食品添加物の拡大になるとか。 

 それと、先ほど雇用も言われましたが、どこまで協議されるかという話もありますが、

外国からの単純労働の流入ということで、雇用がかなり悪化するのではないかということ

も懸念されています。地方自治体、県レベル、市町村単位で、どういう企業があるかによ

って、もちろん影響も変わってくるわけでありますが、そういうこととか。 

 あるいは、市長も御存じだと思いますけど、いわゆる政府調達という規定がありますね。

これ、わかりやすく言えば、いわゆる国・地方自治体の公共事業に対する入札制度なんで

すけども、これもＴＰＰとなれば、いわゆる加盟国と日本の企業とで入札に対して差別し

てはならないということで、いわゆる一般競争入札の外国企業の参入が可能になるわけで

すね。そうすれば、地域のどういう公共事業かにもよりますけども、県内あるいは地元の

企業の入札がとれないということと同時に、驚いたんですけども、入札の関係資料、仕様

書も含めて、これも公平にするということで外国語版、英語版の資料を作成しなければな

らないということで、かなり地方自治体としても入札手続、準備が多様になって、煩雑に

なって、ひいては費用がかかる問題とか。 

 それで外国の企業が入札をとれば、当然利益と税との関係ではこちらには落ちてこない

問題を含めて、そういうことを含めて、数値的な部分ではありませんが、わからない部分

も多々あると書いていますが、北海道における影響をかなりきめ細かに道民に説明してい

るわけでありまして、そういう意味でも、先ほど言いましたように、やはり国の問題であ

って地方自治体と市民の問題でありますので、それなりに検討というか調査というか、一

度されたらどうかなと思ったりしているわけでありますので、今北海道の例も言いました

が、改めてもう一度見解を聞きたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） やりたくないからやっていないわけではございませんでして、な

かなかきちっとしたデータが整わないというふうに思っています。 

 今、小菅議員が、例えば国際入札になれば、自治体で英語で仕様書をつくらんとだめだ

と、大変だとおっしゃるように、それ以上に大変な作業です。国際入札、私も経験しまし

た。今言われたように、平成５年か６年に自由化されて、いわゆるＷＴＯで委託で２，４

００万以上、今は制度がどうなっているのか知りませんけど、仕事で１回やったことがあ
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って。そんなに難しいことじゃないんですよ。基本的な要件を頼んで英語に直して公開す

ればいいわけでして、結果的にはどこも入ってきませんでしたけども。 

 あるいは、水道も今もう自由化されてまして、自由化されたときに、全国の自治体の水

道はイギリス、フランスの資本が入ってくるんではないかと。その当時ヴィヴェンディと

いう名前でして、今はヴェオリアという会社ですね、一番大きな会社ですけども、日本法

人を持っていたので、日本の水道事業は全部そこに席捲されるんではないかと言われてい

ましたが、ほとんど入っていません。いろんな問題があるわけです。 

 私、不思議に思うのは、なぜ広範に及ぶから全部がだめになるという、この心情が悲し

くなってきますね。私も懸念は基本的に共有化していますけれども、日本というのは世界

有数の先進国なわけです。それがゲートをあければすべての分野で全滅するみたいな、こ

れは変なことでしてね。むしろ世界の人たちは日本のほうが脅威だと思っているのに、日

本はすべてが委縮して脅威を感じているという、この不自然さを改めないとだめだと思っ

ています。ですから、その細かいことを調べて被害額、マイナスばっかりじゃなしに、そ

れへの打開策とセットで示さないとだめでして、公的な機関が影響額ばかりカウントして

いるというのはいかがかなというふうに思います。ですから、やらないんじゃなしに、や

るんであれば、もっとやっぱり国がきちっと仕組みと情報を開示した上で、私ども自治体

がそこの影響額を地域ごとに出せるような仕組みをぜひやっていただきたいなというふう

に考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） もちろんすべてが全滅するとは思わないですが、少なくとも、

先ほど来言っていますように、大きな影響、場合によっては、分野によっては、壊滅的な

影響を受けるのは必至だと私は思っております。 

 それで、いずれにしましても、昨年１１月に交渉参加協議を表明して今後進められるわ

けでありますが、こういう重大な時期といいますか重大は問題で、一番初めに言いました

ように、今全県的にも世論と運動がいわゆる官民一体で広がっているわけでありますが、

そういうことについて、先ほど私言いましたように、市長も県民会議に呼びかけ人として

参加されたということも含めて、そういう取り組みが行政としてされる意志があるのかど

うか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市長。 
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○市長（山仲善彰君） 取り組みといいますか、可能な限りはきちっと示していく、それ

以上に重要なものは地域の力をつけていくという生産性、雇用、あるいは社会保障、ある

いは財政基盤の確立というような、私どものできる範囲で常に新しい情報を得つつ、まず

みずからの体力造成をしていくことが肝要かなというふうに考えております。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） 体力づくりは当然それはそれなんですけども、今言いました質

問は、例えば本市でも、これまで２度、３度ですか、市議会でもＴＰＰ参加、いわゆる反

対の意見書も書かれていますし、今回も守山野洲医師会並びにＪＡからも参加反対の請願

が提出されているという全体として市民の総意がある、そうであれば行政として官民一体

でその意思を表明する、そういうお考えがあるかどうかということをお聞きしたわけであ

りまして。例えば、この間の県民総会に私も参加しましたが、日野町では行政あるいは農

業委員会、町内の各会、団体組織で、行政としてもＴＰＰ反対の意思を示す集会等も行う

ような報告もされておりました。そういう観点でお聞きしたので、どうかなと思いまして。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ご評価いただいているように、私も県民会議の呼びかけ人になっ

ていますし、これまでも政権等へも、ＴＰＰについては、いろんな影響があるので情報開

示をするとともに慎重にという要望をしています。 

 ただ、市内で市民の皆さん方と一緒に行動を起こすとか、そこまでは現時点では必要が

ないんではないかと。まず、やはりきちっとした情報をいただいた上で、それを示す中で

冷静に対応していただくような取り組みのほうが肝要かなというふうに考えております。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） 私の意思というか考えも含めて、今後また検討すべきだと思っ

ております。 

 次に、２つ目の農業振興計画についてお聞きしたいと思います。今回、今議会、代表質

問や一般質問にも多く取り上げられておりますので何なんですが、言うまでもなく、今の

農業をめぐる情勢は、この農産物の輸入自由化、今ではＴＰＰの今後の状況にもよります

が、全体として瀕死の状態といっても過言でないと思うわけでありますが、こういう中で

今回、本市の農業振興を図ることを中心として５カ年の設定で策定するわけでありますが、

初めに、改めて制定の背景なり意義なり目的をお聞きしたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 
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○環境経済部長（山本利夫君） 議員ご質問の点につきましては、野洲市には農業に関す

る総合的な計画がなく、国・県の施策を直接農業者に受けて農業振興を図ってきたのが今

日までの、また現状でございます。このため、野洲市の農業を力強く、もっと元気に維持

発展させるための野洲市独自の計画を策定するものでございます。農業や農村を取り巻く

現実的な課題を抽出いたしまして、頑張っている農業者が報われるよう、また新たな農業

者が希望を持って就農できるような、魅力があり持続発展可能な野洲市の農業を目指すべ

く、農業振興に関する中長期的な計画を策定しようとするものでございます。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） それで見させていただきまして、感想といいますか思いなんで

すけども、いわゆる本市の農業振興に対しまして、各分野の事業施策が書かれております。

私が思うのは、幾つかあると思うんですけども、今、国の農政のもとで、先ほど言いまし

たように、疲弊気味の農業に対して、それを本市としてどう打開する方向の計画なのか。 

 ２つ目には、それに対して、大局的な本市農業の方向を規定されているかどうか。 

 ３点目には、今言いました、その観点に立って具体的な施策事業が盛り込まれているか、

そこが判断というか重要やと思うわけなんですが。 

 その関係なんですが、例えば、この案の第２章で本市農業の現状分析を規定してありま

すわね。第３章では、課題と施策を規定しまして、第４章では、より実行性を持つ計画と

して、中心的な施策事業としてリーディングプロジェクトを選定し集中して利用実施を行

うと書いていますね。それでプロジェクトの柱は４本、担い手の育成、集落への補助、地

産地消、それから裾野の拡大となってますが、もちろんそれ一つ一つは大事なものであり

まして、もちろん否定はしないんですけども、さっき言いましたように、こういう農政、

農業を取り巻く状況の中で、基本方向を定めるという意味では、こういう現在の農業を根

本的に打開するという見地で、例えばリーディングプロジェクトの中に根本的な、例えば

耕作放棄地の解消も含めてですけど、全体の農地の保全とか、それとかかわって農村集落

の維持活性化とか、もう少し個々には書かれている部分はあるんですけど、１つの大きな

柱としてそういうのをプロジェクトに入れたらどうかなと思ったりもしたんですけど、そ

の点はどうなんでしょうね。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本利夫君） いろいろな課題があるわけでございますけれど、先ほど

も議員もおっしゃいました、また農業の目的の中にもございますように、今のこれから就
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農される方、また頑張っておられる方が報われるというような点等も踏まえまして、今何

をすべきかということに、まずなるわけでございまして、そういった意味でリーディング

プロジェクトを作成しております。現時点で、最も最優先で課題解決しなければならない

というものを挙げております。 

 以上でございます。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） 最優先の課題と言われましたけども、例えば、第４章のリーデ

ィングプロジェクトと関連して、第５章で実現に向けての進行管理がありますよね。そこ

で、一定の目標年度の５カ年、５年間での達成数値目標を出されてますわね。そこでは、

認定農業者１０７人から１１７人、集落営農における米の協業化団体数を今の２団体から

５団体、それと給食センターにおける野菜使用率を１６．６から３２％、市民農園の利用

区画数を７３から１００区画、これが振興管理の言うならば１つの数値目標を設定されて

いますよね。 

 言いましたように、これも別に否定はしないんです。否定はしないんですけども、やは

り全体の野洲市農業をどうするかという意味では、今後５年間で、私やったら、経営の成

り立つ農業をどう進めていくかという意味では、例えば農業所得なり農業算出額なり市内

自給率をどうするか、目標数値、本来本市の農業振興の大もとの計画ですよね、そういう

意味では、今言いましたそういう数値目標も本来あってしかるべきやと思ったんですけど

も、そういうのは見えないので、どうかなと思っているんですけど。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本利夫君） 今おっしゃられました農業の算出額とか市内の自給率の

数値目標の追加、入れるべきというお話でございますが、以前のように、市場への出荷形

態が現実的には薄れておることや、直販所とか直接企業への販売をされるなど多様な販売

経路の形が現在とられております。そうしたことから、現実的にはデータをとることがな

かなか困難なこととなっておりまして、目標数値等を定めることも困難でございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） 今部長言われたのは、これ質問を出しまして担当課にも若干お

聞きしたんですけど同じようなことを言われていたんですけども。しかし、データが困難

だからといって、この本市農業の方向、少なくとも５年間でどうするかという、それが一
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定の到達目標がないというか、わからないというか、つくれないのはちょっとおかしいと

思うんですね。 

 先ほど言いましたように、例えば市民農園の利用区画数を５年間で７３から１００、こ

れも否定はしないんです。しかし、これはプロジェクトの１つか中心の柱になるのかとい

うと、必ずしもそうではないと思うんですよね。この市民農園の拡大利用は、４本のプロ

ジェクトのうちの農業の裾野拡大の項目の１つですね。取り組みのプロジェクトでありま

すが、この計画案の中に裾野拡大として、こういう文言が書かれているんですけども、小

規模農家や一般市民に農業体験に関する事業を行うと書いてますよね。そうであれば、市

民農園利用拡大、これも否定はしませんが、というよりも小規模農家への市独自の支援を

どう進めていくのか、そういうことも含めて、プロジェクトなり進行管理の中で言うなら

ば、わかりやすく言えば、そちらのほうが大事と違いますかと思ったりもしているんです

けどね。その辺は、そうはならなかったんでしょうか。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 私にも答弁を求められていましたので、基本的なことから含めて

お答えいたします。 

 今、小菅議員が農業振興計画を一定評価しつつ、いろいろとご提案いただいているのは

感謝をいたします。先ほどの数値目標も含めて、設定できるものならしたいんですが、例

えば自給率、これは完全に把握できなければ自給率とわかりません。国の自給率もカロリ

ーベースで出されていまして、本当にあれがいいのかどうかという議論もあるので、それ

と同じような仕組みで、市でやろうと思っても実際数値がないんですが、やったところで

意味があるかどうかということがあるので、もう少し外側の資料で農業者がどれだけふえ

られるとかそういうことでおさめてます。 

 それと、所得も、確かに年収５００万、６００万とか設定できればいいんですが、現時

点でやはりそこまで行くような目標設定ができるような計画には成りがたいという、そう

いう観点です。これは市がどうのこうのじゃなしに、当事者全部入っていただいて、本当

に熱心にご議論いただいていますので、その中で出てきたものということで、ご了解をい

ただきたいというふうに考えております。 

 以上、基本的なところ、そこのすれ違いのある中で、確かに理想的を求めていただけれ

ば今ご質問していただいているようなことは出てきますが、とっかかりから言っています

ように今まで市独自の農業の計画はなかったわけです。農政は本当に今大変な状況です。
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その中で、ないよりはあったほうがいいだろうと、絵に描いたもちになるのは困るんです

が絵に描いたもちもなかったわけです。まず絵を描こうと、少しでも事業をやっていこう

ということで、新しい年度に予算もつけさせていただいていますし、農業者からも期待を

いただいてますので、そこから着実に進めていきたい計画という前提でご理解をいただい

た上で、ご提案を賜れば幸いと考えています。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） それでは、少し話を進めたいと思うんですけど、市長言われた

ように絵に描いたもちにならないように、推進と検証の関係ですね、これも若干ほかの議

員の質問もありましたが、振興計画では実行性を高めるために計画の進行委員会を設置し

て推進するとされていますが、改めてどのような委員会を考えておられるのか、お聞きし

たいと思います。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本利夫君） この委員会につきましては、仮称でございますけれど、

農業振興計画進行委員会なるものを設けまして、振興計画の実現に向けての進行管理を行

う委員会とすることを考えております。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） 幾つかお聞きしたいんですけど、さっきから言ってますように

市全体の振興計画が重要課題の１つと位置づけるならば、これは農業のみならず市全体の

課題でもありますので、その委員会は、例えば農業者なり農業団体、行政、あるいは場合

によっては関連企業、消費者も含め、学識経験者も含め、そういうふうな構成で、ぜひ設

置すべきやと思うんですけども、その点はどうでしょうか。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本利夫君） 委員の構成につきましては、今議員もおっしゃいました

ように、農業者あるいは農業団体、消費者、またはそこに行政のほうも参画を願いまして、

約１０名程度で構成することを考えております。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） つけ加えて言いますと、さっき市長が言われましたように、絵

に描いたもちにならないように、この検討委員会、進行委員会やったかな、大事な機関に

なると思いますので、具体的な委員会の動きですね。私は、いわゆる農業振興計画に基づ

く事業の推進について検証するなり、その身に立って市に意見なり提言なりができる、場
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合によっては、これは条例に基づく委員会でもないのかもわからないですけども、そうい

うことを含めた一定権限を持った委員会にすることが必要だと思いますし、同時に、実施

状況を定期的に市民に公表するのも含めて、そういう性格の委員会が必要やと思うんです

けど、そういう方向で考えておられるのかどうかですね。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本利夫君） この委員会につきましては、適正な運用の管理や農業情

勢に適応した見直しなどの評価、改善機能を担うものでございまして、市に対して積極的

に意見の提言ができる委員会を設置する予定でございます。また、この委員会の内容につ

きましては、公開で行うことといたしまして、協議内容につきましても広く市民の方に公

表をしていく予定でございます。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） おおむねその方向で検討されるということですね、わかりまし

た。 

 あと、若干の確認的質問なんですけども。これもずっと他の議員の皆さんから質問があ

ったわけなんですけども、リーディングプロジェクトの２の、集落への補助の地域農業マ

スタープランの作成、それと青年就農給付金の補助ですね。今回、農業振興計画策定後―

―策定後というか、策定がなくてもこれは実施するのかな――になるわけでありますが、

これ国の事業として先ほど来いろいろな議論ありましたが、この地域農業マスタープラン

は、国は、この４月か６月に策定が求められている。その策定によって青年就農給付金が

なるという一体のものという国の方向なんですけども、これ具体的にそう簡単に進むわけ

なんですか。４月、６月にマスタープランの作成が義務づけられているように聞いている

んですけど。 

○議長（田中良隆君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（山本利夫君） 当初のスケジュール的な中には６月ということが記載し

てあったと思いますけれど、詳細がまだまだわかっておりませんので、その点につきまし

ては十分にまだ決まっておらないというように考えております。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） そうなんでしょうけど、どこかに書いていたんでしょうかね、

説明のときに聞いたのかな。今後、各集落か団体で約５０団体と協議されますわね。それ

は、そうすると、具体的に４０、５０とかなり大きいですが、当然各集落で独自議論にな
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るんですけども、当然行政も参加されますわね。ではないんですか。 

 それとして、要するに４０か５０の集落なりと協議して、その総体として市のマスター

プランが出るんですね。そうすると、かなり遅れるんじゃないですか。それがちょっとお

聞きしたかったので。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） ご心配いただいているとおりで、先般の河野議員の代表質問でも

触れていただきましたけども、去年に方向は出されているんですが、実際細部が全然詰ま

っていません。深刻な事態だと思ってます。あの際にもお答えしましたように、個別所得

保証が先に走ってばらばらになっている、それを何とか。もうこれは個別所得保証のとき、

私もそのときから言っていましたけど、せっかくの集約化が崩壊するんではないかと。現

にそうなってきているので、それをとめようということで出てきていますが、結構いろん

な優遇措置が出てます。ですから、それの財源の問題と、優遇措置であるがゆえに、今も

ご質問がありましたように、各集落地域と言って実際は集落で考えようとしているんです

が、その集落の単位をどうするかもありますし、そう簡単に集落で話し合ってもらって農

業を転換しようとする人とそうでない人が分かれるとはとても思えません。ですから、作

業も膨大ですし、中身の詰まりもかなり不安を持ってます。それが全部詰まった中で、野

洲市としてのプランとしてまとめよということですから、地域の方にご理解いただいてど

こまで展望を持っていただけるのか、市が入って済むものではありませんので、個々の人

の営農の展望ですとか土地に対する思いですとかということがありますから、大事な施策

だとは思いますが大変な困難が予想されるんではないかというふうに懸念をしております。

まだ基本的なことが全部詰まってない状況です。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） そういう状況ですので、大変やと思いますけど、適切に進めら

れるよう求めておきます。 

 次の３点目に、後期高齢者医療保険の保険料についてお聞きしたいと思います。２月１

６日に広域連合の議会が開催されまして、平成２４年度と２５年度の保険料、９．９％値

上げですね。平均５，５６９円ですか、可決されまして、これによりまして１人当たりの

平均保険料が年間６万１，６１８円になっています。新聞にも報道されておりましたが、

これまでの剰余金の活用や財政安定化基金の取り崩しで値上げ率を一定控えたとされてい

ますが、しかし、これも介護保険同様、そもそも制度として保険料が高くなる仕組みにな
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っていますよね。だから、根本的には、この間３年前の衆議院選挙でも大きな争点にもな

りましたが、この制度を廃止するのか、しないのか、そういう根本問題が言われているわ

けでありますが、しかし、現実この制度がありますので、今言いたいのは、現時点では県

なり市町の自治体の独自の努力もそうやと思うんですね。そこでなんですが、今回滋賀県

の後期高齢者医療の保険料は全国的にかなり高いですね。まだ全部は出そろっておりませ

んが、これも新聞報道されておりましたが、来年、再来年の保険料ですね。宮崎県が１０．

７％の値上げらしいですわ。東京都が１０．３％の値上げ、３番目に滋賀県１０．２％値

上げ、そういう状況なんですね。ですから、そういう意味で、現時点での言いたいことは、

先ほど言いましたように、高い保険料を抑えるために一定剰余金とか財政安定化基金の取

り崩しだと言われておりますが、それ以外に保険料に転化されている基金の拠出金なり、

保険の事業費等の負担を、これも保険料に跳ね返らないように一般財源で賄う努力をして

保険料を下げるとか、こういうことも考えなあかんと思うんですけど、そういうのは考え

ておられるんでしょうかね。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 考えてません。なぜ考えていないかと言いますと、そもそも今の

後期高齢者の保険制度、ご承知のように２２年４月から始まっています。始まってすぐに

政権交代がありまして、この制度を廃止するということでした。私は今の制度が完璧だと

は思ってませんけども、始まったばかりの制度を廃止することはすごく危険だという考え

方をずっと表明してました。国でも、新しい案を４案示しながら検討されてました。その

ときにも私は意見を出してたんですが、４案で、現行制度は比較はされてませんでした。

４案を見てましたら、現行制度のほうがいいわけです。結果的に、新しい制度はできてま

せん。しばらく継続するということです。まず、費用負担ですけれども、一般財源からと

おっしゃるんですけども、国・県・市入れて、いわゆる公費が５割出てます。この保険制

度自体で、それとあと若い世代の支援、若い人たちがこの後期高齢者医療に、今の若い人

たちの保険制度からお金が出ています、これが４割。実際７５歳以上の方が窓口負担は１

割。これは窓口負担じゃなしに、今の保険全体の運営の構成が後期５割、そして若い世代

が４割、今ここが大変なんです。そして当事者は１割なんです、そういう制度なんです。

今回、滋賀県の値上げはなぜ高いのか。先般、後期高齢者制度の議会で懸念を表明し、何

人かの市長さんも出席されていたんで、何が争点だったかと言うと、今回、９％強、１０％

弱になります。議会で言いましたから、ここでも、私は今皆さんから選んでいただいて議
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員になっていますからご報告しますと、２億６００万財源が足らないのに、政治的に１０％

切ろうという動きがあって料金が算定されてます。これは絶対やってはいかんことだと言

ったんですが、懸念を表明したのに、もう議案が出されてしまったので、きちんと議論し

た上で通さざるを得ませんでした。１０％を無理して切るとかそういうことじゃなしに、

それをやると、私どもの独自でやっている国民健康保険の信頼性がなくなります。今、滋

賀県のは足らない中で走っています。県に要望すると言いながら。いろんな努力をして２

億６００万落とさんとだめなんです。ただ、この情報開示をするかしないかが重要だった

ので、私とか彦根の獅山市長とかが意見を言いました。 

 これ、なぜそうなったかと言いますと、前回の改定のとき政権が交代して、保険制度を

廃止するので基金を全部つぶしなさいという国からの指示が出ています。これも、そのと

き私は指摘したんですが、余り皆さん方気がついておられなくて、広域連合から正式にク

レームを出させました。政治主導の政権であるのに、厚生労働省の一課長から、将来はこ

の保険制度が廃止されるので安定化基金を全部つぶせという通知が、公文が出ているんで

す。滋賀県は、それにしたがって全部つぶしてます。ですから、前回の値上げは、滋賀県

は全国から比べてかなり低いんです。今回、その基金がからからになっている。新たに、

安定化基金は一定積み増さんとだめですから基金を積み増しました、皆さん持ち寄って。

こういうことがあって、滋賀県の値上げ率が高くなっています。当然です。前回低く抑え

ています。ほかの県は国の指示に単純に従わないで、基金を残しつつ一定つぶしてます。

前回、値下げをせよという指導でした。今回、厚生労働省に広域連合から問い合わさせた

ら、前やった指導はしないと。もう逃げているわけですね。こういう事実の上で、今保険

制度ふらふらしているという状態で、滋賀県が高いのは前回低かったからという単純なこ

とです。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） 制度がふらふらしているというのは同感であります。私も２年

前、国の指示によって基金取り崩しを多くやって保険料を一定抑えようというのは知って

ます。なんですけども、今回、市長が言われる政治的な配慮で保険料が決まったような感

じのことを言われました。しかし、考え方によっては、県民の立場に立って若干抑えたと

いうこともあるかもわからないですね。ちょっと議論を詳しく知らないので論評できない

んですけども。いずれにしましても、市長、先ほど説明されましたが、詳しく言っていた
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だかなくても、一応この制度の仕組みは知っておりますので。しかし、介護保険と同様、

当然給付費がふえて、もちろん高齢者の１割の分、患者負担を除いた残りのいわゆる被保

険者の負担分、これは介護保険同様ふえるのは制度上避けられないことでして、高くなる

のは今後も避けられない。そういう意味では、市長は、完璧ではないが、制度改善、部分

改正でしたらええかなという考えか知りませんが、言っておられますが、やはり根本的に

はこの制度はだめだと私は思っているわけなんですけど。 

 そういう意味では、これも厚労省の調査があるんですけども、昨年６月の時点で全国集

計ですが、滞納者が２８万人ですね。そのうち、１，９７２人が滞納で差し押さえまでさ

れているんですね。ご承知のように、後期高齢者医療保険の保険料はたとえ収入がなくて

も保険料は課せられますので、そういうことでは、これらの層の人たちに対して差し押さ

えまでされている。滋賀県では議会で報告があったか広域連合の議会で報告があったか知

りませんが、３６人１７３万円、滋賀県広域連合でも差し押さえ処分しているわけであり

ますが、これは確認なんですけど、本市はその中に入ってますか、どうでしょうね。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） 野洲市の滞納の状況でございますけれども、２２年度に

は、滞納者は今現在４名おられまして、滞納額にしまして今現在ですと４００円という少

額でございます。そういったことで、うちのほうでは差し押さえというようなことはござ

いません。 

○議長（田中良隆君） 小菅議員。 

○１４番（小菅六雄君） もちろん、差し押さえがあったら大変やと思うんですけど。資

格証明書もないですね。 

 私は、制度的欠陥といいますか、基本的には３年前の共産党もそうでしたけど民主党も

後期高齢者を廃止して新たな保険制度をということだったんですけども、そういう方向が

今でも求められているとは思うんですけども、将来的に維持できると思って今の制度が、

先ほど少し言われましたが、本当に将来的にもこの制度が維持できると思っているのかど

うか、維持するならば何か改善点とかをお持ちなのかどうか、場合によっては廃止をやは

り求めなければならないと思っておられるのか、その辺もう一度確認したいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 私、先ほど申し上げましたように、保険制度というのは完璧な制

度はございません。決して滞納があっていいということではないのですが、生活困窮の方
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でどうしても滞納が出てくる場合がある、軽減措置とかいろいろ措置はしていますけれど

も、生活の事情によっては収入が途絶えるとか、病気になられて一切の収入がなくなると

か、７５歳上の方でしたら就労ということは基本的にないと思いますけど、家族のそうい

うことであり得ると思っています。そのときに滞納をなくすというよりは、そこにいかに

セーフティネットを張っていくかという措置をすべきであって、すべての人が納付できる

ような条件で保険というものをやっていけば、保険が成り立たないだろうと思っています。 

 それと、問題の根幹は何かといいますと、高齢者、この場合は７５歳以上の方ですけど

も、絶対数がふえ続けてます。これ始まってまだ数年ですから、ふえ続けています。そし

て、その中での年齢構成が高齢化をしていっています。ということから、病気にかかられ

る率が高くなっている。 

 滋賀県の医療費も年々ふえてまして、今、月平均大体１００億円ですね、年間１，２０

０億円を超えてます。人数が１４０万強で、滋賀県の人口のほぼ１割の方が対象になって

ます。この１，２００万を１４０万で割ると、多分７万を超えると思います。平均します

と、１人当たりの医療費が、すべての７５歳以上の滋賀県内の高齢者の方の平均の月当た

り７万を超えます、すごい金額です。若い方の就労の給料とかから考えても、７万数千円

を皆さんが使っておられるという、この現実なわけですね。 

 ですから、これは制度とか構造の問題じゃなしに、絶対数がふえていって高齢化してい

って罹病率が、病気にかかる率が高くなってくるという、この現実を直視しないといかん

と思うんですね。だれが持つといっても、今でも５・４・１なわけですね。じゃ、国にも

う６割持たすかどうかということでして、福祉と社会保障というのは、表は人間と人間の

関係、サービスと人間の関係ですけど、裏は歴然とした経済学の、あるいは財政学の世界

です。現実を直視して問題解決しない限りだめでして、私としては、やはりそこをどうす

るか、もっともっと透明感を持たしていってやらないとだめだと思ってます。高齢者の中

にも、いつも言ってますように、フローでの所得は低いけれどもストックでの所得を持っ

ておられる方もいます。そこの公平感ももっと必要ですし、一方では、病気にかからない

ような対策、健康管理、そういった総合施策の中で、この保険制度を維持していかないと

いけないというふうに考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（田中良隆君） 暫時、休憩いたします。再開は午後１時とします。 

            （午前１１時５２分 再開） 
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            （午後 １時００分 再開） 

○議長（田中良隆君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 環境経済部長より発言を求められていますので、これを許します。 

○環境経済部長（山本利夫君） 失礼をします。 

 昨日の市木議員のご質問の中で、障がい者の法定雇用率につきましてご質問がございま

した。この中で、市木議員の算出されました雇用率３１．７に対しまして、本市の場合５

８．８とお答えを申し上げたところでございますが、全社６３社のうちには５５人以下の

事業社数２９社は対象外となります。したがいまして、対象企業は３４社となることから、

達成している企業２０社で５８．８％とお答えを申し上げましたが、達成している企業２

０社の中に５５人以下の企業８社が含まれておりました。こうしたことから、達成してお

ります企業は１２社となり、この結果、企業数は５８．８と申し上げたところが３５．３％

であったこと、それと県の調査結果と変わらない数字であるとお答え申し上げましたが、

なお差があるという点につきまして、訂正をさせていただきたいと思います。また、非常

に見にくい表であったことを、あわせておわび申し上げたいと思います。 

○議長（田中良隆君） それでは、一般質問に入ります。 

 通告第９号、第１２番、太田健一君。 

○１２番（太田健一君） それでは、一般質問、大きく２点について質問したいと思いま

す。 

 まず第１点目に、東日本大震災に係る財政措置等についてという項目で質問をしたいと

思います。現在の市内の避難所の数と場所等をお聞かせ願います。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） 避難所につきましては３８カ所です。施設につきましては、

小・中学校、高等学校、幼稚園、保育園を初め、コミュニティセンター、自治会館などを

指定しております。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） そのすべての避難所が現在耐震化できているのかどうかを、お

伺いしたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） 現在工事中の施設を除きまして、耐震化できていない施設に

つきましては、中主Ｂ＆Ｇ海洋センター、野洲第一保育園、野洲第二保育園、三上保育園、
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中主児童館です。中主児童館は地震災害時には使用不可としております。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） 代表質問で野並議員が今回この質問に関しても質問されたんで

すけど、国のほうの東日本大震災に係わる財源措置等ということで、全国的に防災、減災

事業にかかわる措置として、１００％地方債を充当でき、元利償還金の８０％または７０％

を基準財政需要額に参入することになっているということで、代表質問の答弁の中では、

要するに耐震化にこのお金を借金して充てれるというのは現有施設のみということで、ク

リーンセンターだったり、こども園には適用できないというご答弁でして、内容に関して

も、同じ建物の耐震、要は移転してそこを耐震するというのは制度上だめだというような

お答えだったんですけど、今お聞きしましたＢ＆Ｇだったり、第一保育園、第二保育園等、

何カ所かありますけど、そこの耐震化にこの制度を充ててすることはできないのですか。

まず、それをお聞きしたいです。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） 現在耐震化できていない施設で、中主Ｂ＆Ｇ海洋センターで

ございますが、これにつきましては３次補正で新設されました緊急防災・減災事業を活用

して耐震化をすべく、国のほうにはエントリーしております。しかしながら、２４年度以

降のこの事業に対する地方債の取り扱いがまだ決まっておりませんので、また、代表質問

でもお答えしましたように、この事業の適用につきましては現有施設の耐震化でありまし

て、建てかえにつきましては対象外ということでございます。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） ということは、今、中主Ｂ＆Ｇ以外の第一、第二とか三上とか

すべて建てかえで、三上保育園も三上小学校の北館をつぶしてそちらのほうに建てかえと

いうことなんで、全部適用はできないということですか。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） 野洲第一、第二、あるいは三上の保育園につきましては、野

洲市幼保一元化方針及び幼稚園・保育所施設整備計画に基づきまして、こども園としての

建てかえを順次進めていきたいと考えております。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） はい、わかりました。 

 大きい１点目に関しては以上で、２点目に変わります。 
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 ２点目は、防災計画について質問したいと思います。６月議会から引き続き掘り下げて

質問していきたいんですけど、まず県の防災計画が２月３日の時点で素案の一部修正とい

うのがされて、県の検討委員会の中で承認がされたということで、現在委員会に諮問して

いるという段階だそうです。 

 その内容なんですけど、この素案の内容というのが、何度も私は言っていますが、原発

からの撤退という根本問題というところには全く踏み込んでいなくて、防災対策としても

福井原発の４基の事故だけを想定して、最悪の事態というものへの対応となっていないと

いうのが中身です。いろんな中身変更しているところはあるんですけど、防災対策を重点

的に充実すべき地域を最大で４３キロまでは拡大したものの、地域の指定は高島市と長浜

市の一部という極めて部分的な限定的なものにもなっていますし、琵琶湖の汚染防止、こ

ういったものにも踏み込んだものにはなっていない。根本に、基本に国の防災指針が出れ

ばそれとの整合性を図るということとなっていて、福島原発事故以来、全国初という感じ

で売り出していることとは裏腹に、国の動向などに単に従属するものとなっているという

のがこの素案の中身の現状です。 

 一番根本的な大きな問題というのは、これまでこの素案で検討された中で、原発の是非

を問うということが全く欠けていたということが大きな問題だと思います。この委員会の

中の発言で、福井原発で放射能が漏れることはないとか、琵琶湖の１％が放射能で汚染さ

れても水割りなら味もしないと、こういった暴言が出るような委員会、そういった中で、

いまだに原発の安全神話にとらわれたままの内容となってしまっているというのが今の現

状の県の防災計画の見直しです。それに対して、市としてどのように受け止めておられる

のか、見解を求めたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） 今回の県の防災計画の見直しですが、国の防災指針の見直し

によりまして、本県北部の長浜市と高島市がＵＰＺ、緊急時防護措置準備区域に含まれる

こととなったことから、滋賀県地域防災計画の原子力災害対策編を２３年度、２４年度の

２カ年間かけて見直されることとなっております。このたびの防災計画見直しについては

至極当然のことと考えております。 

 見直しの状況ですが、ことしの１月３１日に県からこの見直し概要が示されまして、９

月議会でも答弁いたしました、災害の想定や情報の収集、連絡体制や市民への情報伝達、

モニタリング体制、被災者の受け入れ体制などの検討項目について、考え方や方向性が示
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されたものです。本市といたしましては、この計画に対して、避難体系イメージ図と広域

避難の考え方で、市外避難所や市外での仮設住宅建設などの受け入れで、これらに係る具

体的な市外避難所に指定する施設名、あるいは仮設住宅が建設可能な候補地等の把握や指

定などが定められていないことから、野洲市の計画見直しにも関係いたしますので、具体

的な考え方を示すように、県のほうへ意見、要望しているところでございます。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） ということは、私が今言いました最大の問題である原発の是非、

滋賀県としては福井県に原発銀座を抱えて最悪の事態というものを想定して素案がされて

いないということに関しては、何も市からは問いかけていないということですか。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） 県の防災計画、基本的には国の防災指針に準じるものとなっ

ておりますし、原発の是非をこの中に含むべきものではないと考えます。特に、エネルギ

ー政策の中で、市民の生活なり、あるいは経済とか、そういった部分で原発をどうするか

というのをもっと大きな視点での議論が必要ではないかなというように考えます。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） 少し僕の言い方が悪かったかもしれないですけど、原発の是非

を問うこと、それ以上というか、もっと大きなところで最悪の事態というものを想定した

防災計画という意味で言っていますけど。 

 こちらのほうに京都新聞の３月６日の記事、皆さんも見られていると思いますけど、敦

賀原発にマグニチュード７．４の直下型地震が起きるおそれがあるというような記事が載

ってます。これは日本原子力発電敦賀原発１号、２号基の敷地を通る活断層、浦底断層は

少なくとも全長３５キロあり、マグニチュード７．４程度と、従来の想定の２倍以上に当

たるエネルギーの地震を起こす可能性が高いということが発表されたということが６日の

記事のほうに載ってます。 

 これは共産党が、これまで市議団がたびたびいろんな場で浦底断層に危険性があるとい

うことは指摘してきましたし、昨年の夏に関西電力が節電のお願いということで来られた

ときに議員全員と懇談した際にも、これは関西電力の話ですけど、浦底断層というのがあ

って過去にも地震が起きている、もう一度そういうことを調べ直したらということに関し

て、関電は、そういった史実は余り確かじゃない、起きる可能性はないというような発言

までしていましたし、同じように日本原電もこういった調査が甘いということが指摘され
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てます。京都新聞にもこうやって載るようになってきたわけですけど。本当に今あれだけ

の事故が起きている現状があるのに、電力会社というのが、まずそういった認識が全然欠

けている。 

 少し前に、日本原電に対して共産党の議員団として申し入れがあったんですけど、その

ときに日本原電は、いまだに地震が起きても大丈夫だと。その大丈夫という根拠は、どう

いう根拠にして大丈夫と言っているんですかという問いかけに対して、８００ガル――ガ

ルというのが地震の数値の大きさなんですけど――８００ガルで想定していると。８００

ガルの地震が来ても大丈夫なようにつくってるので、問題ないと。でも、現実、東日本大

震災だったり、新潟の震災のとき、２，０００から３，０００ガルという数値の地震が起

きているわけなんですね。じゃ、それ、この地震が起きたときにどうするんですかという

問いかけに何も答えられない。また、想定外ということになることが見え見えですよね。

電力会社も、そういったような現状です。 

 そういうことがあることをしっかり理解してもらって、本当に最悪の事態ということが

起こり得るという想定ができますよね。そういうことを想定したということを、市として

まず認識すべきではないのかなという意味で問いかけているわけですけど、もう一度お願

いします。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） 今回の東日本大震災の福島原発の事故を見ましても、想定外

のことが起こったというような報道がされました。想定外をなくすためには、確かに、お

っしゃいますように、過去の歴史とか地盤とか活断層とかそういった部分を明らかにする

とともに、安全性を公開で、さらに高めていくストレステストだけを通って再稼動という

のは、だれしもご意見も認めておりませんので、一定の基準というのを国が示すべきでは

ないかな、科学的な根拠を示すべきであると考えます。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） 今、答弁の中にもありましたけど、ストレステストをしても再

稼動は認められないと福井の地元の方も言われてますけど、４月に２つの原発も停止しま

すので、現状すべての原子力発電所がとまることになるんですけど、最大の防災計画、一

番の防災計画というのは原発をやめることだと思うんですね。もう再稼動を許さないこと、

どんなストレステストをしようが再稼動はしてはいけないということだと思うんですけど

ね。仮に、これを廃炉にするにしたって１０年、２０年かかるわけですよね。そう考える
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と、もう再稼動そのものをやめることだというふうに感じます。 

 であるんですけど、現実、そういった中で防災計画を進めていかなくてはならない。何

度も質問してますけど、市の防災計画は来年度中に見直しを完成させるというようなこと

ですけど、今、現実、県がつくっている素案の中でいろんな、公表もされてますけど、シ

ミュレーションの中で、県内全域に放射能の影響があるということで、ヨウ素剤を配布す

る必要があるというような内容が盛り込まれてまして、まだ決定ではないみたいですけど

県の意向としてはそういったものがあると。ということは、いずれその防災計画が決まり

次第、野洲にもヨウ素が配布されるわけですね。 

 今現在、これは滋賀民報の記事で、ほかの他市との比較が全部載ってるんですけど、野

洲市は放射能測定器もなし、防護服もなし、安定ヨウ素剤もなしと書いてますけど、ヨウ

素剤に関しては今ないと、県から出されると。ということが、この先ヨウ素剤を主として

取り扱っていかなければならないという現状ですけど、そのヨウ素材をどのように保管す

るのか、服用に当たってどのように考えていかなければならないのかというのを、今どん

どん進めていかなければならないと思うんですけど、そこはどのようにお考えなのか、お

聞きしたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市民部長。 

○市民部長（中島宗七君） ヨウ素剤のお尋ねでございますが、国の防災指針として示さ

れております、室内退避やヨウ素剤の配備計画を必要とする区域であるＰＰＡでございま

すが、おおむね５０キロ以内の区域に本県の北部や北西部の市町が含まれることになりま

すので、県のほうでは地域防災計画の見直しで、ヨウ素剤の配備計画など、医療及び防護

資機材等の整備計画を２４年度に予定されております。 

 特に、ヨウ素剤にかかわる質問ですが、放射性ヨウ素の被爆に対する安定ヨウ素剤の服

用につきましては、甲状腺の被爆直前投与で約９７％の摂取防止できるものの、被爆から

６時間後では防止できないことや、あるいは４０歳未満の方が服用の対象となりますし、

特に新生児、乳幼児や妊婦の優先服用の必要があること、服用に関しましては専門的、技

術的な知見を有する者の指導が必要であるということなど、通常の災害備蓄品と同列の保

管がきかないものであると考えております。このようなことから、国と県が具体的な役割

を調整していただき、制度が整備された段階で、速やかに市としても対応を考えていきた

いと考えております。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 
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○１２番（太田健一君） この安定ヨウ素剤ですけど、皆さんも余り詳しく、僕も全然詳

しくはなかった、医者でもないので使うような機会もなかったんで、いろいろ聞いたりネ

ットで調べたりとかもしてみたんですけど。要するに、簡単に言うと、悪性のヨウ素を体

に取り込まないために、安定ヨウ素剤で甲状腺のところを飽和させて取り込まないように

するようなものだというふうに、僕はいろいろ見て認識したんですけど。それが、先ほど

ご答弁もありましたけど、４０歳以上では効果がないと、妊婦さんだったり、乳幼児が優

先的に行うべきだとかいうことも、こういう情報の中で知りました。 

 ただ、この安定ヨウ素剤は副作用もあると。劇薬だということで、医師の処方が必要だ

ということなので、これからいろいろそういうことを検討されていくということですけど、

市長とその件をこの間お話ししたときに言ってましたけど、置く場所、保管する場所とい

うのが、各家庭においても、そういった劇薬で、指示がないと飲めない、有事の際にその

指示をどうするのかとか。じゃ、病院に置いとくとかお店に置くとかした場合に、地震が

起きて道が通れないのに、どのようにしてそこまでアクセスするのか。こういったものが、

ヨウ素剤を使うことがいい悪いという根本のところはちょっと置いといて、実際に野洲が

保管しなければいけないとなったときに、効果のある使い方、飲み方をしないと、先ほど

もご答弁の中にありましたけど、直前に飲まないと意味がない。ネットで見たら、直前、

直後と書いてましたけど。本当にそのとき飲まないと意味がないというものなので、そう

いった指令系統だったり、飲むタイミングをどうするのかとか、市民の皆さんがパニック

にならないようなことを考えないといけないと思うんですね。実際に、今回の震災で、他

の自治体等で、持っていたけど使わなかった、飲めという指示を出したけど、その後専門

的なところから意見を聞いて、飲まなくてよかったと後で言って、子どもに飲ました親が

文句を言ってきたりとか、こういうことが本当にたくさん起きている現状だと思うので。

まだ、これ確定はしてませんけど、今国・県のほうでそういったような動きがあるんで、

やはりそういうことを想定して、しっかりと考えていってもらいたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 今、ヨウ素剤、ご心配いただきましてありがとうございます。 

 先般といいますか、さきの議会でも三和議員からもご質問あったときもお答えしたと思

います。確かに、ないよりは備えておいたほうがいいのかもわかりませんが、ヨウ素剤と

いうのはすごく限定的な使用しかできません。安易に、どこかに備蓄しといたらいいもの

ではございません。水とか毛布と違いますから。ですから、きちっと体制が整った段階で
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というふうに考えています。 

 それと、滋賀県のシミュレーションは独自のシミュレーションで尊重はしますけれども、

部長がお答えしましたように、今の国の基準でいくと野洲でヨウ素剤に必要性というのは

基本的にないわけですね。どうしてもという場合は、慎重に使うということで。今、太田

議員おっしゃったように飲まないほうがいいわけですから、過度に反応して飲んでしまっ

た後の問題もございますので、野洲におきましては、そのあたりも含めながら慎重にと思

ってます。 

 確かに、今ご紹介になった記事を一般的に読まれると、野洲市は冷たいんではないか、

市民の安全を配慮してないのかみたいになりますけども、真剣にヨウ素剤の使用を考えれ

ば、むしろ現時点で使用危険があるものを税金で買って、国の支援もない中で装備するの

がいいのかどうかということだと私は思いますので、あえて野洲市は胸を張って、そうい

う対応をしているということをご理解いただきたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） 市長のお考えは何度も聞いているので理解します。よそがやっ

ているから横並びでやればいいのかという問題ではないと思うので、もちろんそうですけ

ど。ただ、根本に僕が何度も言っているように、最悪の事態ということが想定されますよ

ね。原発がもし仮にという、先ほどもこの記事にもありましたけど、地震が起きる可能性

があると。そういうことを考えた上で、この防災計画なり、そういったものを検討してい

く必要性が根本に僕はあると思うので、細かいと言うたらあれですけど、このヨウ素剤だ

けの話ではなくて、すべて多岐にわたってなんですけど、そういった認識のもとで考えて

いってもらいたいと僕は思います。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 私も同じ思いなんですが、ただ今の日本では危機管理認識の基本

が揺らいでいると思います。 

 これも宮城のことを言って申しわけないんですけど、先般ご質問いただいたときに私は、

読売新聞に、中西準子さんという研究者、これは日本のリスクの大権威で女性の研究者の

はしりでもあるんですが、かつて公害問題のときにも東大で後に沖縄に行った宇井純とい

う研究者とペアになって、いろんなさまざまな科学リスクを市民の側に立って発言してい

た研究者です。その後、国の研究機関へ行きましたんで、いわゆる言葉はよくないんです

けど、転向したのかと言われてましたが、決してそういう人ではございません。その方が
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去年の後半に、読売新聞の聞き書きコラムですけど、十数回か何かやってまして、その２

回目に、絶対安全はないということを書いてました。 

 最悪の場合を考えるということで行けば、例えば横断歩道でも全部新幹線の京都駅みた

いにゲートをしておいて、青信号と一緒にそこのゲートをあける、そしてそれ以外のとこ

ろには全部フェンスをすると。昨日の不幸な事故も、フェンスをしとっても入る人もいま

すけども、絶対安全というのはそういうことなんですね。でも、それはやはり社会システ

ムとしてはあり得ない。 

 ただ、私は原発がいいとは思いませんし、安全対策は絶対必要なんですが、世の中すべ

てをどこかで安全にしようと思うと、どこかで別の危険が起こるという、そこをもう少し

踏まえた上での対応をしないと社会システムが成り立たないのではないかと思いますので、

そこがもっと日本の中で真剣に議論されて共通理解をされた上でないと、小手先対策だけ

をしてしまうと、無駄な経費と、逆に社会性悪がかかるんではないかなというふうに考え

ております。 

 これは野洲の防災計画だけでも、皆さん方と議論しながら、本当の安全とは何なのかと

いうあたりも踏まえた上で計画をつくらせていただきたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） 本当に、この問題は根本の大きな国のエネルギー政策だったり、

そういうところら辺にもすべてかかわってくる問題なんで、簡単な答えというのはないの

かもしれませんが。逆に、僕があんまりこうやってわいわい言ってたら、じゃ太田議員は

原発がとまって電気なくなったらどうするのという反問されるかなと。そこら辺は市長の

ほうが詳しいと思うので、自然エネルギーに変えるなりいろいろ考えなだめなんですけど。 

 ちょっと参考までに、僕はラグビー部やったんですけど、後輩がある会社をやってまし

て、今回１月１８日に、要は除染の機械の搬入前の土壌調査という、サンプリング調査と

いうのに仕事で行ってきたらしいんです。本当に現地へ、僕もまだ行ってないというか普

通は行けないですけど、本当の被災地、禁止区域になっているところへ、彼らはそういう

除染をするということで入ったらしいんですけど。本当に、まちがすごい状況やと。もう

犬、猫しかいないと。廃墟みたい、余りこういう言い方は悪いですけど、ひどい状況にな

っていると。本人自身は原発推進派でもなくて、反対派でもないと。だけど、やっぱりそ

の現状を見て、ただ言えるのは、原発はこの世の中からなくなったほうがいいかなという

ふうに思ってるというようなことを言ってます。本当に放射能から出る直接触るものは、
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例えば本人たちが体についたものは防護服で防護できるけど、放射線は中を通って、中か

ら放射線が、これが内部被曝ですね。ということで、その放射能の半減期というのが、短

期間やったら数日ですけど、長期やったら２万５，０００年という途方もないぐらいかか

ると。体内に取り込まれたものは自分の一生の中ではなくならない、自然界に降り注いだ

ものも物すごい影響を与えるというような、こういった現状を見て、本当に想像しがたい

光景で、言葉に詰まって、本当に地震は天災だけど放射能問題は人災だということを感じ

たということを言ってます。 

 というように、野洲の市内の僕たちみたいな、共産党としては原発はやめるべきだとは

っきり言ってますけど、そこまではならなくても、やっぱり原発はなくなってほしいなと

いう思いを持ってる人が市内にたくさんおられるので、そういったことも認識の中に入れ

ておいてもらいたいと思います。この件に関してはもう以上です。 

 次の質問に入るんですけど、これも少し前、何月ぐらいか忘れましたけど、災害弱者の

要支援者名簿というのを２３年度中に作成しているところだというお話を以前から聞いて

おりまして、もうすぐ本年度も終わりますけど、その進捗状況というのをお聞きしたいと

思います。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） 現在、災害時要援護者避難支援システムの導入を進めて

いるところでございまして、年度内には市の関係各課が持つ要援護対象者情報を名寄せし

た名簿作成ができる予定でございます。 

 これは、あくまで行政情報を集めた名簿のため、その後新年度に入り、地域ごとに要援

護者本人の同意に基づいた名簿登録と個別支援計画の作成に取りかかり、随時必要な情報

を加えた名簿にしていくこととなります。この新年度に着手する名簿づくりに当たっては、

ご協力をお願いすることとなる民生委員や自治会長、また議員の皆様方にもご意見をいた

だきながら進めてまいりたいと、このように考えております。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） 順調に作成されておられるということですから、本当に課題は

これから、まずはこのシステムの構築ということができ上がったとして、その後にこのシ

ステムは今までにはなかったもの、初めてですけど、これが生かされないと全く意味のな

いものになると思います。そこで、課題になる、ぶつかる問題というのが、先ほども言わ

れておりましたけど、本人の同意が要るというところら辺ですね。 
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 今回、後の質問にも絡むんですけど、僕は視覚障がい者協会の方々にいろんな相談をさ

れたこともありまして、例えば視覚障がい者、ほかにも障がい者はたくさんおられますけ

ど、障がい者の方々はなるべく自分の存在を知られたくない、隠したいというのが心の中

に現状あるんですね。なかなか僕自身が健常者なので、そういう立場の気持ちが本当にわ

かるかというとわからないところもあるかもしれないですけど、本当に知られたくないと

思われている方が多いと。そういった方に個人情報保護の問題とかたくさんあるんですけ

ど、そういう人たちの同意をもらって、そこで初めてこのシステムというのが生きてくる

と思いますので、そこら辺のこと、すごく難しい問題かもしれないですけど、安治とか近

江富士などでは独自に、僕が住んでいるところなんかもやってるんですけど、理解しても

らって、そういった方々に本当に何か起きたときのことを考えてもらって、教えてくださ

いということを、先ほど言われましたけど、僕も議員としてもちろん協力していきたいと

思いますけど、そういう大きな課題、そこが一番ネックだと思いますけど、やっていって

もらいたいと思います。それに関して見解をお願いします。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） 今の災害時要援護者避難登録名簿への登録につきまして

は、議員おっしゃるように個人情報に深くかかわりますことから、なかなか進め方につい

ても慎重に進めざるを得ないという点はございますが、広報などで周知によりまして、ご

本人直接の登録の方法というのも今考えておりますし、または民生委員、児童委員さんか

ら登録の声かけをしていただく方向で、大半のほうはそういった方法で進めて、それから

そういった方に登録申請に必要な支援といいますか、そういったことも合わせてお願いを

していけたらなと、このように思っています。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） その登録のときに、視覚障がい者の方も言われてたんですけど、

そういったものを仮に書くとして、書くときに見えないと、もちろん視覚の障がいがある

ので書きたくても見えなくてできないとか、そういうような問題も起きてくると思うんで

す。そこら辺もまた考えてもらって、対応していってもらいたいと思います。 

 そこから話はずれますけど、視覚障がい者の件に関してなんですけど、そういった視覚

障がい者の方々、どんなことを思ってはるのかという声をいろいろ聞いたんですね。聞く

と、基本的に、実際に災害が起きたときに避難所にはなるべく行きたくないと、行っても

大変だと。この詳細に関しては次の質問にしますけど。なので、できれば自宅で避難した
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いというようなことを望んでおられます。避難所に行く場合、そこまで行くのにも大変だ

し、行ってからの生活も大変なんで、いろんな問題があるんですけど自宅でなるべく待機

したいと。なんですけど、そもそも自宅避難を望まれた場合に、よしとするのかどうかと

いう判断はどのようになりますか。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） 先ほど、登録の中で視覚障がいの方の手段ですけど、例

えば支援者の方の代筆とか、直接こっちへ申し出いただいたら市のほうで対応するという

ようなことも考えております。 

 それから、今避難所に行きたくないとおっしゃいますけど、本来避難のための支援計画

でございまして、本人の支援者の方を見つけていただいて、当然災害が発生した場合に、

その支援者がその方について、例えば指定された避難所へ移動していただくと。その手段

として、こういう方法を今検討しておるところでございますので、ひとつその辺は確認を

させていただきたいと思います。 

 それから、あと自宅にいたいということですが、災害の規模なり内容によりまして、そ

れでことが足りるのかどうかということがございますので、基本的に今回計画しておるの

は、避難所へ行く手だてとして弱者の方に対する手だてを考えていると、こういうことで

ございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） わかりました。さまざまな災害ありますし、基本的に大きな災

害があった場合に、避難の勧告は任意やけど、被害が大きくて避難指示が出たら避難命令

ということなんで、強制的に皆さん避難所に入ってくださいというようなことですよね。

でも、心情は、先ほど言ったように、どんな状況でもなるべく避難所へ行きたくないとい

うようなことがあるんです。であるならば、本当に避難所での障がい者の対応ということ

をしっかり考えてあげて、そこをしっかり伝えてあげて、避難所に来られたほうが絶対安

全ですよと、やっていけますよということをつくっていかなきゃならないと思うんですね。

そういった意味で、次の質問をさせていただきたいんですけど。 

 まず１点だけあるんですけど、視覚障がい者は盲導犬と一緒に来られる方がほとんどで

すね。その盲導犬が避難所に一緒に入るということになりますけど、これを以前、びわこ

ハーネスの会という盲導犬が、平成１９年かな、各自治体に申し入れを行ったときに野洲

市にも申し入れをしたときに、盲導犬も一緒に入っていいよという、そのときは口頭で確
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認をもらったということなんやけど、それが今も生きてるのかどうかとか、実際にいいの

かどうかがわからないというふうに言われてたんですけど、そこら辺のところはどうでし

ょう。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） 視覚障がい者の方にとりまして盲導犬は歩行の支援の１

つということで、必須のものと考えております。ただ、避難所の状況といいますか、先ほ

どからおっしゃっていただいておりますように、いろんな障がいをお持ちの方が、恐らく

行く行くは福祉避難所の指定をせんならんと思いますけれども、いろんな方がございます

ので、その条件に合うように個々に施設が対応できるかというのは、大変難しい問題かな

と思っております。今後、福祉避難所の計画づくりをするわけですけれども、そういった

動物が苦手な、当然避難者の中にはそういう方もありますし、例えば自閉症の方ですと個

室みたいなものが必要だと思いますので、それはやっぱりその状況に応じて工夫をしてい

かざるを得んなと思っております。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） おっしゃるとおりで、本当にさまざまな対応を考えなければい

けないと思うんですけど。今言われたように動物が嫌いな方もおられるし、逆に言うたら

避難所で子どもたちは犬を見たら寄ってきますよね、かわいい、かわいいって。盲導犬と

いうのは、そういうのにさわらせてはいけないということがありますから、そこら辺のこ

ともやはり考えていかなければならないと思います。 

 次の質問になりますけど、現実に災害が起きましたと、今も言われたさまざまな問題が

起きるということでしたけど、私も県の視覚障がい者センターに連絡をとって、その中の

方から今回の震災でボランティア支援に行かれたという人に話を聞いたんですね。すごく

たくさんの問題が起きたということを聞きました。避難所生活で視覚障がい者、今回は視

覚障がい者に限定してお聞きしますけど、一番の問題はトイレと言われておられました。

ライフラインが途絶えているので水洗じゃなくてひしゃくですよね、テレビでも皆さんも

いろんな見られてると思いますけど、バケツの水をひしゃくで流すという行為が僕たち健

常者なら当たり前にできるんですけど、視覚障がい者はそのことができない、大変だとい

うことで、だれかに頼まなきゃいけないけど頼みにくいということで、トイレへ行くのを

我慢すると、我慢するためには水を飲まない、水を飲まないイコールそれが重なって体調

が悪くなって、さらに悪循環が起きるという。本当に、本人たちが、さっきも言いました
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けど、障がいを持っているということで余り人に知られたくないとかいう根本の問題はあ

りますけど、遠慮してしまってトイレになかなか行けなくなってしまう。基本的な問題と

して、避難所の中を１人でうろうろ歩けないと、そういうこともあります。 

 ほかの問題としては、ボランティアの方々が行くんですけど、各避難所に受付窓口があ

りますよね。そこの受付窓口も有事の際は市の職員だけでは対応し切れないので、他の行

政区だったり、いろんなボランティアの人たちが来てサポートをしてくれてます。そこに

視覚障がい者に対するボランティアの方が来て、今この避難所の中に視覚障がい者はどれ

ぐらいおられますか、だれがおられますかと聞いたときに、ほかからヘルプに来ているか

ら受付の方も把握できない。そういうことが多々あって、これは岩手県に行かれたらしい

んですけどね、支援ボランティアに。岩手県の中で視覚障がい者という方々は５，０００

人ぐらいおられると、そのうち確認できたのが１７０人ぐらいしかわからないということ

で、結局片っ端からまわって避難所の中に行って、おられますか、おられますかと聞いて、

かなり努力されて何とかそのサポートができたということでした。本当に、そこが大変だ

と、把握できないという、そこの問題も言われておられました。 

 さらに、避難所で、要するに支援の手を、たくさん全国から来られますよね、皆さんの

サポートが。その支援の手が届かないという問題。今のこともそうですけど、例えばお医

者さん来ました、誰かいませんかと言ったときに、障がい者の方は、そういうお医者さん

が明日来ますとか、何月何日来ますとか、さまざまな情報が掲示板に張り出されますよね。

そういったものは障がい者は見えないですよね。根本に、あんまり自分は障がいを持って

いるとか知られたくない、控えて遠慮してるというところがあるんで、情報がもらえない

まま、結局お医者さん来てくれたのに、具合悪くても診てもらえなくてということがたく

さんあったということで、視覚障がい者自身への指導ということで入られたら、そういう

情報があるので誰かに聞いてもらうとか、声、音でそういう情報を流すとか、そういう具

体的なことになりますけど、そういったことも、現実こうやって行かれて、そういう問題

があるということを聞いて僕もなるほどなと思いました。そういうことを今のうちに今回

の震災を教訓にして考えていかなければならないというふうに思うので、そこら辺に関し

ての見解もお願いします。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） 今おっしゃっていただくように、避難所での生活という

のは住みなれた自宅と違うわけでございますので、当然、特に視覚障がいの方にとっては
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大変な生活になると。このようなことは当然でございますし、食事でありますとか、排泄

などトイレの件もご指摘いただいたようなことで、大変ご苦労いただくということになろ

うかと思います。ただ、それにつきましては、避難についての支援者も探していただくと

いうのか、日ごろの生活の中でやはり支援者をお願いしていただいて、その支援者なり、

今おっしゃっていたボランティアの方の支援が必ず必要になってくるなと思います。 

 今、議員からいろいろと、災害で、特に視覚障がい者の困っておられるようなこと、具

体的なこともお聞きしておりまして、まさにそのとおりやと思います。これについては、

我々も次の福祉避難所の計画の中で、そういった配慮ができるのか、するとしたらどうい

う手だてがあるのかとか、その辺のことはこれからになるわけですけれども、その辺で十

分そういった先災事例を参考にしながら、きめ細かな対応ができるように計画づくりから

いろんな方の意見を聞きながら、特に障がい者団体の方のそういう生の声も、あるいはボ

ランティア活動された方の声も聞きながら、そういった計画づくりをしてまいりたいと、

このように思います。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） もう福祉避難所の話は何度も出て、最後の質問になるんですけ

ど。 

 この福祉避難所に関しては１２月議会でも三和議員が質問されておられましたね。今の

答弁の中にもありましたけど、２４年度から１年ぐらいをかけて、２５年度には具体的な

福祉避難所の指定に着手するというような１２月議会の答弁だったんですけど、その２５

年度にできるような感じで今動いておられるということですよね。もちろん福祉避難所は

すごく必要だと思いますし、計画どおり進めてもらいたいんですけど、これも現実的な問

題として、課題として考えておかなければならないことがあると思うんですね。これはよ

く言われていることなのかもしれないですけど、福祉避難所が仮に指定されて、そこに災

害弱者が集まるとなった場合に、やはり障がいを持っているとか介護が必要な方々だけが

避難所に集まると気持ち的にふさぎ込まれますよね。そうした人たちだけが集まってしま

ったら暗くなって、元気出して頑張って乗り越えていこう、避難所での生活を頑張るとい

うのが、精神的な面で落ちていってしまうという可能性があると思うんですね。こういう

ことも言われてますけど。とするならば、やはり障がい者の方と、そういった災害弱者の

方と健常者の方々を別々にするために福祉避難所を今からつくるわけですけど、なるべく

隣り合わせで避難できるようなことを考えないといけないんじゃないかなと思うんです。
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例えばですけど、例えば文化ホールに健常者、小ホールを福祉避難所にするとかね。そう

いうような施設の隣り合わせというのをすることによって、災害弱者だけがそこに集まっ

て気持ち的に落ちていくということをフォローし合っていけると思うんですけど、そうい

う必要性を考えていかなければならないと思うんですけど、その件に関して見解をお願い

します。 

○議長（田中良隆君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（冨田久和君） １２月の議会でもお答えしましたように、平成２４年度

には福祉避難所を指定するための基準でありますとか、その運営計画等の策定に着手いた

しまして、その後に福祉避難所となり得る施設等との協議を経て協定をしていきたいと、

こういうスケジュールは変わってございません。 

 それと、今議員ご指摘のように、どういう避難所がいいのかということで、健常者と近

くにというご提案もいただきました。これについても、まだこれから福祉避難所はどうあ

るべきかというようなことも研究、調査して計画づくりしますので、いろんな例を参考に

しながら、確かなものといいますか、絵に描いたもちになってはいけませんので、実効性

のある避難所になるように、いろんな方の意見を聞きながら計画づくりに努めていきたい

というように思います。 

○議長（田中良隆君） 太田議員。 

○１２番（太田健一君） 大変な作業だと思いますけど、本当におっしゃられたとおり、

絵に描いたもちにならないように、実際に使えるというか、機能する計画を、いろんな質

問をさせてもらいましたけど、進めてもらいたいと思います。特に、災害弱者、目が見え

ない方とかというのは、自分自身も目は見えてますし、それを閉じて生活をしてみろとし

たときに、過去にやったことあるんですけど、いろんなことが大変になるので、当たり前

にできたことができないということがどんどん起きるので、そういった立場でまた考えて

いってもらいたいと、声もいっぱい聞いて進めていってもらいたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田中良隆君） 暫時休憩します。再開は２時１０分とします。 

            （午後１時５４分 休憩） 

            （午後２時０９分 再開） 

○議長（田中良隆君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第１０号、第１７番、鈴木市朗君。 
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○１７番（鈴木市朗君） １７番、鈴木でございます。これより一般質問入ります。 

 その前に、「雨ニモマケズ風ニモマケズ」という宮沢賢治さんの代表的な歌があります。

この歌をどういう意味で私が申し上げているかということは、うちの今の市長が雨の日も

風の日もいつでも自転車で毎日通っておられる、それが私は立派なもんやと。私らには到

底まねができまへん。どういう心境でそういうようにされてるのか、ちょっと私には理解

できませんのやけど、確かに立派でございます。 

 東日本大震災、あさっての２時４６分で１年を迎えようとしております。今この震災の

ことを考えてみますと、我が国におきまして原子力というものの被害が今の福島原発で３

度目だと思うわけですね。この原子力を発明したのが、湯川秀樹さんですね、１９３４年

に中間子理論構想というのを発表されております。そして、また翌年の１９３５年には素

粒子の相互作用を発表されております。要するに、これは核分裂によるエネルギーを湯川

秀樹博士が発表したということでございます。この時代は、多分日中戦争のさなかだった

と思っております。 

 私が、この福島原発で我が国において３度目の原子力による災害だと申し上げましたが、

まず第１回目は１９４５年８月６日午前８時１５分。米軍がリトルボーイという原子爆弾

を広島に落としたのが、これが第１回目の原子力による災害でございます。このときの広

島の死者は１１万８，６６１人でございます。そして、引き続き長崎に原爆投下がされま

した。これが第２回目の原子力による我が国の被害でございます。そして、数年たった戦

後、今この時期に、震災による津波の２次被害ということで原子力発電所の大きな事故に

つながってまいりました。広島に投下されたリトルボーイという原子爆弾は長さが３メー

トルで幅が７８センチのわずかなものでございます。ただし、重さは５０トンあります。

Ｂ２９による、エノラ・ゲイという名前の爆撃機で投下されております。 

 こうしたことを思うと、我々人類が原子力というものについてもっと深く考えていかな

ければならないという思いでございます。できるだけ早く代替エネルギーを開発し、人類

による原子力は使わないというようなことに持っていけないものかなと私は思っておりま

す。 

 さて、前段を余り長くすると時間の都合もありますので、質問の本題に入らせていただ

きたいと思います。 

 まず、「湖岸開発の運営これで良かったのか」というタイトルでございますが、平成１２

年から１９年度までの飲食代を挙げてもらっております。そこで、私は平成２２年６月２
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４日の株主総会に出席しております。その後、まる栄さんという料理屋さんで懇親会がご

ざいました。これも私は出席しております。ただし、私は顔は出しました、６時過ぎには

家へ帰っております。６月２４日の６時といえば、まだ日も高く、真っ赤な時間帯でござ

います。それだけは先に言うときます。これは、私は議長として来賓として呼ばれて行っ

たことでございますので、まずここでご報告させていただきます。まず最初に、今申し上

げました飲食代ですね、１９年度から後は前回の質問のときにいただいております。そこ

で、政策部長の東郷さんにくれぐれもお願いでございますが、詳細にわたっての飲食代の

ご説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしく。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） それでは、ご質問の平成１２年度から１９年度までの飲

食代につきまして詳細にということでございますので、細かく説明をさせていただきたい

と思います。 

 飲食代につきましてですが、各年度の２回開催の取締役会と株主総会終了後に懇親会が

開催されております。平成１２年度につきましては、取締役会では８万１４０円と７万２，

３００円、株主総会が１３万６，０８５円で、合計２８万８，５２５円です。次に、１３

年度が、取締役会は６万８，２３５円と５万２，３２０円、株主総会が１２万２，７４２

円で、合計２４万３，２９７円です。１４年度が、取締役会が６万３，３１５円と５万７，

４０７円、株主総会が１３万９，７５５円で、合計２６万４７７円。１５年度が、取締役

会が６万４００円と７万９，０５０円、株主総会が１１万４，７６５円で、合計２５万４，

２１５円。１６年度が、取締役会７万８，６５０円と１１万６，０００円、株主総会が９

万７，３９１円で、合計２８万９，０４１円。１７年度が、取締役会６万７，９５０円と

８万３，９２０円、株主総会が９万３，６１８円で、合計２４万５，４９８円。１８年度

が、取締役会９万７，４１２円と８万１，０３２円、株主総会が１２万２，４３０円、合

計３０万８７４円でございます。１９年度が、取締役会９万４，６００円と１０万１，４

８２円、株主総会が１１万７，５３７円、合計３１万３，６１９円。合計しますと、総額

で２１９万５，５４６円となります。 

 以上でございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議議員。 

○１７番（鈴木市朗君） ご報告ありがとうございました。 

 ちなみに、前回挙げていただいた中で、今の市長さんになられてから、こういうような
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ことはいかんということで、平成２２年の取締役会あるいは２３年度において、こういう

ような株主総会での飲食は慎もうということを提案されて、やっておられません。さまざ

まなことを私は聞いておりますが、こうした経緯の中で、市長が、これからこういうもの

の運営についてはよっぽど慎重に考えて、これは私たち市の唯一の第三セクターであると

いう、そういう意味合いのもとで発言をされたら、ある人が「おまえ、何言うてんねん」

と言うて市長に食ってかかったということを私はある株主から聞いております。早く言え

ば、これは恫喝ですね。そうしたようなことで、これ運営されてるんですよ。例えば民間

の場合ですと、株主総会でこういうようなことはまず考えられないです。そういうことに

ついて、東郷部長、どう思われますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） ただいま申し上げました飲食費につきましては、会社経

営上の必要性はある面では理解するところもあるんですけども、先ほど申し上げました金

額面とか会社の経営状況を勘案しますと、好ましい支出方法とは言い難いというふうに思

っております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 平成２３年度は、ほとんど今申し上げましたようにそういう支

出はございません。これ、トータルすると３２５万９，２９６円の支出をしているわけで

すね。この湖岸開発の財政運営上から見ましても、決してこのようなことはできないと思

うんですね。例えば、株主の配当、そうしたものにも影響が出てきているわけなんです。

こういうような使途をやめれば、少しでも株主に還元できるんじゃないかなという思いが

あるんですが、政策部長、どのようにお考えですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 飲食費のほうを配当のほうに回せないかというような、

端的に言いますとそういうご質問かと思いますけども、配当につきましては、その年度年

度の純利益の関係がありますので、即配当に回せるかどうかは微妙なところがございます

けども、最低限、飲食費を最小限に抑えることによりまして、利益準備金のほうには回せ

るのではないかというふうに思ってます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） それでは、１５年、１６年の売上総利益と経常利益のバランス

をお聞きいたします。 
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○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 売上総利益につきましては、平成１５年度は４，５６６

万４，４５３円、１６年度の売上総利益は６，１９６万６，１４９円、差し引き１，６３

０万１，６９６円の増収となっております。 

 次に、経常利益のほうですけども、平成１５年度は５４０万１，８５２円、平成１６年

度は１６７万３，０４６円ということで、差し引きしますと３７２万８，８０６円の減収

となっております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） なぜ１５年、１６年を尋ねたかと申しますのは、１６年度の経

常利益がどちらかと言えば減少傾向になってますね。その原因はどういうことなんですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 平成１６年度におきましては、日本振興株式会社のオー

トキャンプ事業のほうが撤退をした、１５年度に撤退しておるんですけども、ことにより

まして、管理業務収入のほうが消費税抜きで約１，２７７万円落ち込んだことが最大の要

因と考えられます。平成１６年、そのことによりまして、水資源機構の配慮によりまして、

水資源機構のほうから委託事業が約８４０万円増加しておるんですが、差し引きしますと

約４００万円の収入減となっております。このことによりまして、利益が減少したものと

いうふうに分析をしております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） その前に。東郷部長、１２月議会での、日本振興が湖岸開発株

式会社に返済するのを部長は間違えて答弁されましたね。その辺の答弁の訂正を先される

ほうがいいですよ。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 昨年の第７回定例会におきまして、鈴木議員の一般質問

に対する日本振興株式会社の未収入金の返済方法の答弁の中で、日本振興は４万円を６年

間返済に充てられ、未収入金の残高は１，１７６万円であるというふうに答弁をさせてい

ただきましたが、顧問の税理士さんに確認をしましたところ、答弁に誤りがございますの

で、お詫びして、ここで訂正をさせていただきます。 

 まず、日本振興株式会社が撤退された平成１５年３月３１日時点での未収入金は、消費

税抜きになりますけども、１，２７６万９，８８０円、税込みでは１，３４０万８，３７
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４円でございます。この返済に当たりましては、日本振興株式会社は、平成１６年４月か

ら平成１６年８月までは月額３万９，５００円、平成１６年９月から平成２１年１２月ま

では月額４万円の返済をされました。ただし、この間で１カ月だけは未納となっておりま

す。この結果、返済金額の合計額は２７１万７，５００円となりまして、平成２１年１２

月時点の未収入金は１，０６９万８７４円でございます。 

 その後、前回もご答弁申し上げておりますように、平成２１年１２月２５日には日本振

興株式会社が保有しておりました湖岸開発株式会社の株式の実質的な無償譲渡、それとオ

ートキャンプ場関連施設の無償譲渡が行われまして、未収入金の処理が完了したところで

ございます。 

 以上、訂正とさせていただきます。よろしくお願いたします。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 平成１５年、１６年というのは、１２月議会でも質問させてい

ただきましたが、有限会社ウインドベルズという会社を立ち上げられて、湖岸開発株式会

社の井狩正生専務が代表取締役になっておられます。そして、その息子さんの井狩辰也さ

ん、井狩直也さんも取締役に就任されております。このウインドベルズのキャンプ場運営

に伴う収支、これはどういうような形になってるのか、ただいま部長から報告がありまし

た１５年、１６年の売上総利益、また経常利益の中に組み込まれておるのか。それと、内

部留保資金がどれだけ積まれているのか。 

 というのは、前回の質問の中では、配当金がゼロゼロということは、内部留保資金を積

み立てるために配当をゼロにしたというような回答をいただいておりますが、１５年、１

６年のウインドベルズですね、これオートキャンプ場の運営を全部任されてるわけなんで

すよ、日本振興からね。ということでしょう。だから、それの収支は湖岸開発から完全に

切り離して会社を設立されているわけですから、当然この会社としての収支が伴うはずで

すね。その収支はいかようになっているのか、その辺を、部長さん、お願いできますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） まず、もう一点お詫びを申し上げなければならないんで

すけど、昨年の第７回定例会で、私の答弁の中で、湖岸開発株式会社がオートキャンプ場

を直営化した時期を平成１６年８月からと申し上げましたんですけども、こちらのほうも

税理士さんのほうに確認をしましたところ、平成１６年４月から直営としたというふうな

ことでございましたので、お詫びを申し上げ、訂正をしたいと思います。 
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 そこで、ウインドベルズの収支関係でございますが、日本振興株式会社がオートキャン

プ場の運営から撤退して以降、日本振興株式会社からオートキャンプ場の施設を借り受け

ることによりまして、平成１５年４月から平成１６年３月までの間、ウインドベルズはそ

の運営を行ってこられたと聞いております。市が直接関与すべき法人ではなくて、今ご質

問の経営上の情報に当たるというふうに考えられるんですけども、関係者の方に確認し、

同意を得て、知り得た情報の範囲内でお答えをしたいと思います。 

 １年間の売上高は約２，１９０万円で、平成１５年度１年間の純利益は約３５万円。そ

して、平成１６年４月から同年７月３１日までの解散処理に要する経費等がその後発生し

まして、最終的には若干の赤字決算となったというふうに聞いております。なお、湖岸開

発株式会社のほうへは、ウインドベルズからは、その１５年度の間で水道光熱費とか電気

保安管理費で３００万円余りが実費で納付されております。 

 以上です。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 私は小さな商売ですけんど、私も商売をしております。２，１

９０万ですね、これだけの売り上げがあるわけなんです。普通、これは第三セクターやか

ら半官半民でそんな利益はもともと考えておられないとは思いますが、やっぱり経費を引

いて２割５分は残ってくるんですね。通常、そうした場合に純利益が３５万というのは、

どう見ても不審に思いますね。会社の抹消登記にしたかて、そんな金かかるわけじゃござ

いませんね。自分ででもしようならできますよ、抹消登記なんて、簡単なことですよ。こ

ういう点について、部長、どう思われますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 先ほども申し上げましたように、私のほうで知り得た情

報の範囲内でお答えをさせていただきましたので、その詳細のほうは承知をいたしており

ませんので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 私は一般常識的なことを申し上げておりますので、その辺だけ

は真意をお汲み取りいただきたいと思います。 

 この間の内部留保金は、どういう形になってますか。この１５年、１６年と、ウインド

ベルズも合わして。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 
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○政策調整部長（東郷達雄君） 合わせてとは。ウインドベルズだけでですか。 

○１７番（鈴木市朗君） いやいや、ウインドベルズと湖岸開発と別々に。 

○政策調整部長（東郷達雄君） まずウインドベルズの内部留保といいますか、３５万円

は繰越利益剰余金扱いされてます。いわゆる、内部留保と考えていただいて結構だと思い

ます。 

 湖岸開発のほうは、繰越利益剰余金としまして、平成１５年度で５３６万７，０００円

余りとなっているようでございます。 

 そしたら、当期未処分利益だけを申し上げます。もう一度申し上げます。平成１５年度

は６２０万７，０３５円、平成１６年度は４２７万１，７４８円でございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） これは内部留保資金として積み立てたものか、それはどうなん

ですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） ちょっと手持ちに貸借対照表等がございませんので、最

終的な積立額は今手元にございません。申しわけございません。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 私が、商売してたら最低経費を引いて２割５分の利益があると

いうことは申し上げましたが、この棚卸表を見てみますと、物の仕入れが、例えば売店で

販売される物の仕入れ、そしてまた自販機で展開される物の仕入れ、そうしたものに仕入

れ単価が高いがために利益率が減っていくという、そういうようなことを私は棚卸を見て

て感じたわけなんですが、そういうことはどういうように思われますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 私の知る範囲で申し上げますと、売店の自動販売機の飲

み物とかの購入が少し、一定の業者さんから買っているというような状況もございますし、

また一方で、オートキャンプ場の外国製の備品があるんですけども、それはもともと原価

が高うございます。そういったことです。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） いずれにしたかて、棚卸を見てたらそういうことが、物が多々

一般小売的なもので仕入れられてるというものが見受けられますので、これからの運営に

関しては、やはり仕入れというものはもっと厳しくしていかなければ、とてもじゃないが
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利益を生み出すということは、まず不可能だと思います。これは参考として申し上げてお

きます。 

 次に、ウインドベルズの資本金３００万円、１口５万円の株の持ち分はどういうように

なっておりますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） ウインドベルズの資本金でございますが、関係者に確認

をさしていただきましたところ、出資者は取締役３人でございまして、代表取締役が４０

口で２００万円、そのほか取締役が２名おられますが、おのおの１０口で５０万円ずつと

聞いております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） そうすると、出資者に対しての配当というのは、この３５万の

利益外で配当をされてたということはどうなんですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 先ほども申し上げましたように、ウインドベルズの関係

でございますので、私のほうではそこまで知る余地がないということで、ご了解いただき

たいと思います。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 一応黒字という形で展開をされておりますので、当然出資者に

はそれなりの配当があってしかるべきものだと私は思います。ウインドベルズに関しては、

内部留保資金というのは積み立てておらないわけですからね。そうでしょう。そやから、

いずれにしたかて、これは私の所見で物を申しておりますので、誤解のないようにしてく

ださいよ。やはり利益があれば、どこの企業でも配当というのが当然出てくるわけですか

ら、それだけは。これも私の所見です。 

 次に、ウインドベルズの代表取締役と湖岸開発株式会社専務との給与関係は、どういう

ようになっておりますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 湖岸開発株式会社の専務取締役に確認しましたところ、

ウインドベルズから給与、いわゆる報酬の支払いはなかったというように聞いております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 先に、通告書がまちまちになりますが、オフィスの環境ですね、
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これはどうですかな。適切にオフィス環境として整理できてましたでしょうか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） ２階フロアの部分のご質問のようでございます。環境面

という面では清掃が行き届いていなかった、以前は行き届いていなかったというように見

受けられます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） これは、市の職員さんに通告なしで、その２階のオフィスの写

真を撮りに行ってもらいました。このときの写真がこれでございます。大きく映りません

かな、こんなんでは。どうですかな。もっと大きく、こうか。これが通告なしのオフィス

の状況です。もっと下も、これがそうですね。もう一枚、これがそうですね。 

 このようなオフィス環境のもとで、本来の仕事が適切に行われるんでしょうかね。これ

は私物化されていると言うても過言じゃないですね。ミカン箱が置いたり、このオフィス

は一体何ですか。私の事務所も大概ずんたらですけんど、ここまではなってないです。来

てもらったらわかりますが。 

 そして、今度は通告を受けて写真を撮りに行ってもらったら、このような状況です。ほ

ら、床も光ってますよ。物が片づいてるでしょう。こういうような状況なんです。こうい

うような状況を見ても、いかに、この会社の実態がわかってきますね。本当に業績のええ

企業なら、まずこんなことはあり得ないです。そういうことについて、どう思われますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 私もその現場のほうへ行かさせていただきましたんです

けども、湖岸開発の管理棟の２階につきましては、階段を上がったところにフリースペー

スがございまして、左右に、事務室と書かれた部屋と、何も看板が上がっていない、いわ

ゆる宿直室とおっしゃいましたんですけど、その２室があるようでございます。確かに、

清掃が行き届いていないところが以前あったようでございますけども、事務室も現在は使

用されていない、宿直室もゴールデンウイークの宿直のときに主に使っているというふう

に聞いております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 東郷部長、現実が現実なんですよ、こうしてね、きちっと。現

実が現実ですから、やっぱりオフィスとしては不適切やったということぐらいは、あなた

言うてもいいでしょう。どうなんですか。 
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○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 本来のオフィスは１階にございますので、２階は、繰り

返しになりますけれども、使っていないということの情報しか入っておりませんので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） そしたら、どうしてこのように整理、通告して行ったときにこ

うして整理されるんですか。このまま堂々としてたらよろしいやん、通告したときにも。

その辺がおかしいと思うんですよ、あなたも知ってるでしょう。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 清掃された経緯は余り詳しくわからないですけども、確

かに、以前別の職員が行った段階では、かなりいろいろなものが放置されておったという

状況を鑑みて清掃をされたと思います。 

 もう一点、先ほど申し上げましたように、事務室というのがございまして、そちらのほ

うは以前は湖岸開発株式会社が使っていた事務室でございまして、１階のほうは日本振興

株が使っておったというふうに聞いております。事務室としてまだまだ使えますので、あ

るいは応接室的にも使えますので、環境を良くして、利活用をもっと図って欲しいという

ふうなことは申し上げておきました。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） この写真を見たら、これロッカーは開いたままですよ。それで、

中に書類がいっぱい入ってます。そして、入り切らん書類が前へどろっと落ちてます。そ

して、ここに電話がありますね、こういう形なんです。ロッカーに書類が入ってるんです

よ、きちっと。こういう状況やということだけは、私のほうから報告をしておきます。 

 次に、平成１５年、１６年当時の社員の社会保険についてお尋ねをいたします。どのよ

うになっておりましたか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 平成１５年度の湖岸開発株式会社の社会保険料は、途中

加入でございましたんですけども、社員１名分で、事業所負担が１３万３，８３０円。平

成１６年度の社会保険料は、社員２人で、事業所負担分８３万９，５５５円となっている

ようでございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 
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○１７番（鈴木市朗君） パートの方はどうなっておりますか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 社会保険につきましては正社員あるいは役員だけにとど

まっております。パートはございません。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） そうすると、平成１５年、１６年に正生さんの息子さんが正社

員で２年間おられますね。こういう方の扱いというのはどうだったんですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 平成１６年から雇用しておられます社員の１人につきま

しては、平成１６年７月に社会保険に加入されまして、翌月８月から保険料納付をされて

おると。最終の納付時期は平成１８年３月のようでございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 今申し上げました方は、平成１８年３月で退職されておるとい

うことは、これでわかっております。 

 そこで、次に退職金の関係に入りますが、建設業退職金制度及び中小企業退職金制度、

このパートさん、社員さんの実態はどうなんですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） まず、建設業退職金共済の加入者が４名おられます。こ

の共済は出勤ごとの証紙貼付方式で、１日当たり３１０円の証紙を貼付すると、張るとい

うことになっております。加入者の内訳は正社員が１名、パート社員が３名でございます。 

 また、中小企業退職金共済への加入者は２名おられまして、１人当たりの掛け金が月額

１万円で、これは事業所負担となっております。平成１９年１月から加入されておられま

す。加入者の内訳は正社員が１名、パート社員が１名でございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） パートさんの建設業退職金制度及び中小企業退職金制度は証紙

で張られておる、１日３２０円だと私は記憶しておりますが。 

 あと、社員さんとパートさんという、その辺の会社負担１万円というのは、これは社員

もパートさんも同じ額ということですね。こういうことはどうなんですかな、社員もパー

トさんも同等扱いされてていいんでしょうかね。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 
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○政策調整部長（東郷達雄君） 中小企業退職金共済のほうのご質問だと思いますが、私

の知る範囲では、事業所負担１万円を納めているということのようになっている、制度上

そうなっているようでございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 私が今お聞きしてるのは、正社員１万円、パートさん１万円と

いう、その会社負担の額を言うてるんですよ。それが正当なものなのかということを。や

はり正社員とパートさんというのは、おのずと責任感も違うわけですからね。その辺はど

うなんですかということをお尋ねしてます。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 中小企業退職金共済の一定の制度上の負担でございます

ので、正当な処理をされておられると思います。パート、正社員にかかわらず金額は定ま

っておるというふうに考えております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） じゃ、次に移ります。 

 これは共通資料で質問するということを通告しておりますので。湖岸開発のこのコピー

のカウンターを見ますと、ある時期になって、ぐっとふえておる時期があるんですよ。あ

なたもこの同じ資料を持っておられるので、これはどういう原因なのか説明していただけ

ませんか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 資料を鈴木議員のほうに事前提供すると同時に、その内

容をお聞きしておりましたところ、９月ぐらいから１０月までの間ぐらいで、かなり使用

量がふえておるというようなことを聞いております。その原因といいますか、原因に直接

なるかどうかわかりませんけども、政治活動団体の使用があったようで、そちらのほうか

ら、これは平成２１年１０月３０日に、その使用料としまして１万８，０００円が納付を

されております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 第三セクターの備品を政治活動団体に使用していいものか、そ

の辺の見解はどうなんですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 金額的には、一応その使った枚数を若干超える納付がご
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ざいましたので、それは良しとしましても、いわゆる私用の部分で会社のコピー機を使わ

れることにつきましては余り好ましい方法とは言えないと思っております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） そういう部分については、今後において注意されたんですか。

どうなんですか。 

○議長（田中良隆君） 政策調整部長。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 平成２１年度のことでございますので、それ以降のそう

いった使用はないようでございます。 

○１７番（鈴木市朗君） 注意したのか、してへんのか。 

○政策調整部長（東郷達雄君） 特段、こちらのほうから指示はさせてもらっておりませ

んけども、その後そのような使用はないということを聞いておりますので、指示はさせて

いただかなかったということです。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 申し上げたいことは、湖岸開発に関してはいろいろとございま

す。第三セクターですので、もう少し透明性を持って運営していただきたいと思います。 

 前段に私も申し上げましたが、私が平成２３年６月２０日、とりあえず議長ということ

で、来賓で株主総会に出席させていただいて、あと懇親会、これは私も出ました。でも、

私は６時には家へ帰ってます、日が明るいうちに、これではいかんということを思って。

ですから、今回こういうことを質問してるんです。全部、これ、私が持ってる資料は使わ

れた領収証ですよ。こんだけあるんですよ。これもね、地域振興のために中主町内の料理

屋さんを全部回っておられるのならいいですよ。偏ってますよ。ある１カ所のとこでは十

何回とかね、全部偏ってますよ。中主町内にはこういう飲食関係のお店がどれだけあるや

わかりませんけど、やはり地域振興のために、こういう催しをされるのであれば、満遍に

差別なく利用されるのが地域振興のために役立つんじゃなかろうかなという思いをしてお

ります。 

 ほんまに、ようこれ領収証を全部挙げてきてもうてコピーしてるんですが、こんだけあ

るんですよ。今後こういうことについては、うちの市長も厳格な方ですから、こういうこ

とはやめておきましょうということもおっしゃってますので。また私の任期中、思い出し

たときにでも、もう一度質問をさせてもらおうと思います。よろしくお願いします。 

 次に、契約審査会についてお尋ねをしたいと思います。 
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 契約審査会は、入札に関する事項を協議、入札参加を決定する機関と承知しております。

直近の入札で、篠原小学校の管理業務を行っていた設計業者が、落札することはともかく

別にして、失態を起こした業者が直近の入札に参加することに市民の理解を得られるもん

じゃないというように思います。今後、すべての契約審査会がかかわる問題として認識し

ていかなければなりませんね。こういうようなことが直近の入札であるわけですけど、そ

の辺は、総務部長。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 野洲市建設工事等契約審査会についての鈴木議員のご質問に

お答えをしたいと思います。 

 野洲市建設工事等契約審査会では、市の建設事業の円滑な執行を図ることを目的にしま

して、指名業者の決定など契約の適正な締結について必要な事項を定めております。ご質

問の篠原小学校校舎改築建築主体工事の管理業者については、このとき既に指名回避２カ

月を実施し対応を終えているというふうなことでございます。一定期間の対応を行った後

の入札参加はやむを得なく、審査会の判断は適切であったというふうには考えております。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） ２カ月の指名停止というのは、あっても、のうても、どうでも

ええというような期間ですね。その後、事業がなかったら２カ月ぐらいじきに済むわけで

すよ。三上小学校の設計ミス、強度計算の間違いとか、そういうものでありましたね。そ

の業者は１年間謹慎するということで本人から申し出て、１年間参加してませんね。それ

と同時に、この市内の設計業者に対して、この今の入札にどういうような声かけをされた

んですか。市内の設計業者に、例えば分庁舎の関係とかそういうものでも。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 先ほど鈴木議員がおっしゃいました、指名停止ではございま

せん、指名回避というふうな形であります。指名停止になりますと行政処分になりますの

で、あくまでも今回は行政処分ではなく、指名を回避したというふうな形になっておりま

す。なお、もし今回裁判等でここら辺の訴訟となった場合については、改めて指名停止。

指名停止基準でいきますと、粗雑な行為があった場合というふうなことで３カ月というふ

うになっておりますので、それが指名停止、行政処分となります。今回は指名回避をした

と、処分ではないので、その点申し上げておきます。 

 また、今回、分庁舎の指名を行ったとき、入札に関しましては、このときはもう１月３
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１日となっておりましたので、指名回避の日が昨年１０月２５日から昨年１２月２４日ま

でとなっておりますので、この分庁舎のときには既に指名回避時期は終わっているという

ふうなことで、そのままこの業者についても指名を行っておるというふうなことでござい

ます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 市内の設計業者は何社入れたんですか。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） ２社でございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） ２社選択された理由はどういうことですか。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 今、２社を選択した理由というのが手持ちでございませんの

で、また後ほどご報告させていただきます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 総務部長たる者がそんなことでは困ります。 

 時間ないから早口で言いますよ。まず、篠原小学校の管理業務のときに、コンクリ打設

のときに、当然バイブレーターを入れますね。そしたら、バイブレーターが抜けなかった

んですよ。御存じですか。柱にバイブレーターを入れますやん、抜けなかったんですよ。

そのときに、この管理業者は何をしてたんですか。市内の設計業者が、コンクリ打設やと

いうので、そのとき現場を見に行きよりました。バイブレーターを突っ込みよったかて、

型枠と鉄筋のかぶりが少なかったために、バイブレーターが抜けなかったんですよ。だか

ら、コンクリのポンプ車でバイブレーターを引き上げてもらったんですよ。そういうよう

な現状が起きとるんですよ。この設計監理してる業者は、その現状を見て、どういうよう

に判断したんですか。それで、今この分庁舎の設計にもかかわってますね。市内に、大方

８社か１０社ほど設計事務所がありますね。どうして声がかからない業者、これはどうい

うことなんですか。こっちで各設計事務所に点数をつけておられるんですか。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 点数等はつけておりません。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） どうして参加させなかったんですか。 
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○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 今回、分庁舎の改修工事の設計業務委託におきましては、建

築関係建設コンサルタントの建築一般を希望し、電気、機械を登録している市内業者の一

級建築事務所、申しわけございません、３社ですね。市内は３社です。及び、滋賀県の建

築関係コンサルタント、建築設計の順位表により、電気、機械の資格を持つ、大津を含む

湖南地区に事務所のある６社を合わせた、９社を指名したというふうなことでございます。

あくまで、主たる改修の項目は電気、機械というふうなことになっておりましたので、電

気、機械を登録している市内一級建築事務所３社に限らせていただきました。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） わかりました。 

 契約審査会というのは、管理職ばっかりがメンバーですね。１０何人おられます。契約

審査会というのは、そのメンバーが集まってきちっとした審査をされているのか、持ち回

りで決裁されているのか。 

 だから、私が思うのには、管理職は残業手当ないんですよ。仕事が終わって、契約審査

会を開いたらいいわけなんですよ。持ち回りの決裁もあるというようなことを思うわけで

すが、どうなんですか。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 契約審査会は、当然、副市長をトップといたしまして、あと

部長においてやっております。現在、副市長はおられませんので、７名の部長というふう

なことで構成をしております。契約審査会においては、持ち回りではなく、３週間に１度

会議を開いて、その内容等の審査をしているというふうな状況です。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 持ち回りはされてないわけですね、持ち回り決裁というのは。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 今年度においての持ち回りはなかったと。今までは、どうし

ても急なときについては持ち回りでの決裁等というのはあったと思いますけども、今年度

においてはございません。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） そういうような経緯もあるわけですね。 

 たちまち、この小さな工事でも、犬小屋ですね、あれ何ですか。３００万ですよね、あ
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れ。これ、環境設計がやってますね。どうして、あのスラブの位置を、ああして変更した

んですか。どうして、これは環境設計になったんですか。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 環境設計になったというふうなことは随意契約であの設計を

行っているんですけども、平成２２年１１月に環境設計に随意契約で発注しております。

少額であったというふうなことと、プラス、この庁舎の改修に際しまして、環境設計が改

修を行っております。電気また水道等の配線等、そこら辺も熟知しているということで、

随意契約を行ったものでございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） ５０万円以下は随意契約できる、それは私も知ってます。当然

あの程度の建物やったら二級でもできますね、市内には二級の建築士さんもおられます。

平成２２年に少額やから随意契約したと、この建物をやったから、電気の配線とか。そん

なことは別なんです。当然、別ですよ。そんなもの竣工図面がちゃんとあるでしょう。竣

工図面に基づいて設計業者が設計しよれば、それでいいだけのことですやん。竣工図面は

ないんですか。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） この建物の竣工図面というのはございます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） それでしたら、考え方は一緒ですやん。竣工図面があったら、

違う建築士さんが請け負われても、竣工図面を見れば一目瞭然に、水道にしたかて、上下

水にしたかてできるわけです。その辺の考え方はどうなんですか。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） 今初めてお聞きすることも幾つかあって、通告からここへ来ると

は思ってませんでしたけども、順番に入札制度は改善をしてるつもりです。業者選定も一

切ルールどおりとやってるんですが。 

 きょうも、朝、幹部に全部訓示をいたしました。基本的には、先般のご迷惑をおかけし

た消防署、防災センターの発注です。単純なミスなんですが、その影響は大きいですし、

その単純なミスを犯す原点は、やはりきちっとした制度感覚ですとか熱心さがないという

ことです。 

 犬小屋も、私の責任ではあるんですけども、経過を聞いて初めてわかりました。幾つか
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問題があります。早くから設計したのも、これも交付金が得られるというので、どうも少

額ですけれども交付金の中に入れてたので、そのときに設計費を入れてたみたいです。早

く設計をしていたと。そして、建ち上がったら、天井、屋根がスラブなので、施工業者か

らアドバイスをもらって、こんなんも要りませんよというアドバイスだったらしいです。

そうかということで、とめて、施工業者のアドバイスに基づいてやりかけようとしたとこ

ろで、幸い市内の設計業者さん等からご意見をいただいて、とめたらしいです。これもと

んでもないことでして、設計どおりやらんとだめです。万が一設計を変えるんであれば、

施工業者のアドバイスで現場でやるようなものではありませんので、もう一度設計に戻っ

てやらない限り。 

 前後しますけど、この建物は建築確認が要らない建物ではあるんですが、要らないから

といって、それは制度上の問題であって、安全とかいろいろ考えますと、当然設計を発注

している限りは設計に戻さんとだめです。そこで問題がありますし、なぜああいう設計に

なったかも私は不明だったんで、私が聞いても、そんな天井をスラブにする必要はないわ

けです、高さとか構造も。なぜそうなったかと言うと、旧中主町役場にあったのと同じも

のをつくってくれと言うて、頼んだと。これは、それを聞いてわかったんですね。やっぱ

り３００万ぐらいになるものだったら、もう少し慎重にやらないといけないんですが、職

員は忙しかったのかノウハウがなかったのか。ノウハウがなかったら相談できるようにな

ってるんですけども、要するに昔風です。子どもと一緒で、これ見たら同じものが欲しい

ということであって。それではだめでして、本来、仮の犬を預かっている小屋で、ずっと

置いておくわけと違います。だから、もっと形が変わってもいいわけで、機能から発想し

たらいいんですが、単純に右から左で同じものを注文したと。 

 今度、業者の選定も、私も疑問がわかったのは、今総務部長がちょっと言いましたよう

に、庁舎の一角につくるので、この庁舎の耐震設計をやった業者に随契をしたと。これも

単純でして、物からしたら、もう二級でも一級でも市内の方にもっと機能的に言ってやれ

ばいいだけなんですが、物も右から左、そしてから設計業者も右から左というところに、

これは問題があります。 

 それと、坪単価が１００万ぐらいしてます。これも確かに高いんですが、犬小屋のさく

ですとか、これが特注だからということなんですが、これは私も積算を聞いて、結構小屋

代だけで１００万を超えてますから、それを除算すると、通常の建築物としてはそれなり

のものだと思うんですが。本当に、だから、その小屋も旧の中主町役場のものと一緒でい



 －285－ 

いのかどうかも検討が要るんですが。とにかく単純に物事が動いているということが、今

回この小さな犬小屋で問題になってますが、これもわかった時点で職員には指示をしてま

す。ただ、ここまで来てますので、致し方がないと思いますので善後策ということです。 

 きょうの訓示には含みませんでしたけども、本当に幾つか問題点があって、だれもチェ

ックしてないと。職員は職員に言いわけがあると思うんですが、税金で仕事をさせてもら

ってることへのそういう貴重さ、熱心さがないという典型の１つだと思ってます。 

 それと、もとに戻りますが、業者の選定はルールどおりで、私は一切触れてません。最

終的にも触れてません。私がなったときに、最後に出すのを見ますかと担当課長が来まし

た。私はそんなん見ませんと、当たり前ですけども。前の雰囲気では、そういうことがあ

ったと思います。だから、その物差しが適正かどうかはもう一度精査しんとだめですが、

物差しをまず精度を高めたら、あとは自動的にきちっと説明責任がつくような形で発注が

動いていると思いますが、まだやっぱりもう少し思い込み、さっきの典型的な昔ルールが

まだ少し残ってますので、一層の改善と透明化を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上、お答えとします。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） なぜ私が小さな犬小屋のことを申し上げるかということは、あ

んな小さなものでもまともにできへんのにな、そんなもん大きいことができるかい。そや

から、消防署のああいう何十億というのでも、ああいう失態を起こさんなんらんのや。そ

やろうな。小さな、あんなものでも、あれは幾日かかってんねん。あんなもん、天井高を

高くしたり低くしたり、今日ら、かわいそうにスラブ打ってらんのか、雨の中。 

 だから、あんな小さなものでもこんなことをしてんのやさかいに、そんなもん大きなこ

とやったら、ほんまに。もうそれ以上言わへんけんどな。よっぽど心して、これからかか

ってくれるのか、その決意を伺うわ。 

○議長（田中良隆君） 総務部長。 

○総務部長（竹内睦夫君） 今回のこの犬小屋に関しましてもそうですし、本日、市長訓

示がありましたこともそうでございます。こうした反省点を踏まえまして、やはり市民の

サービス、そこら辺が一番というふうに考えまして、また市民からいただいておる税を使

わせていただいてるということを一番に念頭に置きまして、執行には努めてまいりたいと

いうふうに思います。 
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○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 今回、私が一番最後ということで、皆さんせんどされておられ

ますので早いこと切り上げようと思いますが、湖岸開発の件、あるいは契約審査会の件、

それぞれ、皆さん方におかれましては、野洲市民５万何百人の付託にこたえるという、そ

ういう姿勢、それにこたえて福祉の向上、さまざまな部分で頑張っていただきたい。 

 市長、最後に言うときますが、どういうつもりで雨の日も風の日も自転車で通勤されて

るのや、ちょっとその辺、私らに教えてください。 

○議長（田中良隆君） 市長。 

○市長（山仲善彰君） お答えをいたします。 

 ご評価いただいているのか、何かあきれられているのか、ようわかりませんけども。理

由は単純に３つです。きょうも自転車で来ましたけど、何も褒めてもらおうと思って来た

わけではございません。できるだけ駐車場を市民の皆さん方に使っていただこうというこ

とで、ちょっとでもスペースを使いたいと、空けたいという、それと。 

 １つは、やはりエネルギーの削減で、自転車ですと、今ちょっと余ってる電動自転車に

乗ってますけども、充電してないときもありますので、可能な限り自転車でというのが１

つと。 

 ３０数年、同じように、雨が降っても雪が降っても自宅から駅まで行ってましたので、

習い性という、この３つの理由でそうさせていただいてます。 

○議長（田中良隆君） 鈴木議員。 

○１７番（鈴木市朗君） 私も、ある大雨の日に駐輪場で市長に出会いました。そのとき

に、市長はカッパを着ようとしてたところを、私が出会ったもので「市長、何ですのや、

こんな雨の日に」と言うたら、「いや、私は毎日こうですよ」というようなことを私は聞き

まして、「ああ、なるほど、立派なもんやな」と思った。 

 代表質問でも、それぞれの会派の方が、もう１回、２回とやってくれというような要請

もありました。私も、このような市長やったら、やはりもう１回、２回、３回、４回と頑

張って、市民の付託にこたえられるように、１日も早く立候補の表明をしていただくこと

を請い願いまして、私の一般質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（田中良隆君） 以上で、通告による一般質問を終了いたしました。 

 本日の日程はすべて終了いたしました。 
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 お諮りいたします。明１０日から２５日までの１６日間は休会といたしたいと思います。

これにご異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（田中良隆君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明１０日から２５日までの１６日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のために申し上げます。来る３月２６日は、午後１時から本会議を再開いたし

ます。 

 本日は、これにて散会いたします。（午後３時２１分 散会） 
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